
近
世
ド
イ
ツ
国
制
と
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度

一
十
六
世
紀
末
に
お
け
る
帝
国
収
税
長
官
の
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策
を
め
ぐ
っ
て
一

渋

谷

聡

近世ドイツ国制と帝国クライス制度（渋谷）

【
要
約
】
　
近
年
の
近
世
ド
イ
ツ
国
制
史
研
究
に
お
い
て
顕
著
な
動
向
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
連
邦
的
体
制
と
し
て
の
帝
国
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
）
国
璽
の
重

視
、
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
取
り
扱
う
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
帝
國
の
地
方
制
度
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
、
中
間
組
織
と
し
て
諸
寝
藁
を
地
域

ご
と
に
結
集
し
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
帝
国
へ
と
統
合
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
基
本

的
位
置
付
け
を
確
認
し
た
う
え
で
、
等
族
の
社
会
集
団
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
即
し
て
、
連
邦
的
体
制
と
し
て
の
帝
国
国
制
に
新
た
な
見
通
し
を
与

え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
で
は
、
十
六
世
紀
末
の
対
ト
ル
コ
戦
争
の
軍
税
捻
出
方
式
を
め
ぐ
る
帝
国
内
の
政
治
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
帝
国
ク

ラ
イ
ス
が
そ
の
自
律
性
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
皇
帝
の
主
導
権
の
も
と
で
対
外
戦
争
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
照
射
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
そ

の
際
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
ー
の
活
動
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
有
り
様
に
効
果
的
に
迫
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
四
巻
一
号
　
一
九
九
〇
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

中
世
後
期
お
よ
び
近
世
ド
イ
ツ
職
制
に
お
い
て
、
帝
国
（
神
聖
偉
ー
マ
帝
国
）
に
い
か
な
る
位
置
付
け
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
従

来
の
ド
イ
ツ
国
制
史
が
捨
象
し
が
ち
で
あ
っ
た
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
か
の
地
の
最
近
の
研
究
は
、
桐
応
の
解
答
を
示
し
つ
つ
あ
る
。
研
究
史

≒
帝
国
国
製
重
視
す
・
視
角
叢
初
長
示
し
た
の
は
、
K
・
s
・
バ
麦
も
あ
・
た
．
戦
後
し
ぼ
ら
－
し
て
公
刊
さ
れ
た
論
芝
お
倒

い
て
、
か
れ
は
、
F
・
ハ
ル
ト
ゥ
ソ
グ
に
代
表
さ
れ
る
領
邦
中
心
の
国
心
頭
研
究
（
そ
の
問
題
視
角
は
近
代
国
家
形
成
の
出
発
点
を
領
邦
に
求
め
る
と
　
3
3



　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
ろ
に
あ
っ
た
）
を
疑
問
視
し
て
、
帝
国
と
領
邦
の
相
互
補
完
無
関
係
へ
の
注
目
を
喚
起
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
提
言

に
こ
た
え
る
形
で
、
西
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
の
学
界
に
お
い
て
は
、
中
世
後
期
以
後
の
帝
国
に
関
す
る
研
究
が
、
制
度
史
の
側
面
か

ら
、
進
展
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降
、
こ
う
し
た
研
究
の
多
く
の
成
果
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

帝
国
の
ま
と
ま
り
を
支
え
る
諸
機
関
・
欄
度
（
皇
帝
、
帝
国
議
会
、
帝
国
裁
判
所
、
帝
国
程
税
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
）
の
構
造
究
明
を
そ
の
主
要
な
課
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
帝
国
と
領
導
と
の
密
接
な
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
領
邦
国
家
研
究
を
行
な
う
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

合
と
い
え
ど
も
、
帝
国
と
の
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
か
よ
う
な
糊
度
史
研
究
を
発
展
さ
せ
て
、
ご

く
最
近
の
研
究
は
、
帝
国
を
個
々
の
領
邦
の
国
家
形
成
を
補
完
す
る
国
国
・
社
会
シ
ス
テ
ム
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

イ
ヴ
の
構
築
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
問
題
を
政
治
的
体
制
の
そ
れ
に
限
っ
て
み
た
場
合
、
近
世
ド
イ
ツ
帝
国
の
体
制
と
は
、

い
か
な
る
体
制
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
中
世
後
期
お
よ
び
近
世
ド
イ
ツ
に
お
け
る
主
要
な
政
治
的
課
題
は
、
い
か
に
し
て
、
か
つ
誰
の
主
導
権
の
も
と
で
、
ラ
ソ
ト
フ
リ
ー
デ
（
治
安
）

の
維
持
を
獲
得
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
十
五
世
紀
初
頭
以
来
、
皇
帝
と
帝
国
心
墨
と
の
問
で
そ
の
主
導
権
の
確
保
を
め
ぐ
っ
て
争

わ
れ
た
の
が
、
帝
国
改
革
濁
①
8
げ
綬
無
。
同
き
で
あ
る
。
　
一
四
九
五
年
の
永
久
ラ
ン
ト
平
和
令
O
興
Φ
毒
お
①
い
騨
昌
◎
ヰ
δ
α
Φ
に
お
い
て
、
平
和
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

す
な
わ
ち
多
発
す
る
フ
ェ
ー
デ
と
内
乱
の
防
止
の
担
い
手
の
重
心
が
皇
帝
か
ら
帝
国
重
砲
へ
と
移
行
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
さ
ら
に
後
述
す

る
一
五
五
五
年
の
帝
国
執
行
令
閑
Φ
一
〇
げ
。
。
o
×
①
薬
石
。
屋
o
a
⇔
目
⇔
σ
q
に
お
い
て
、
帝
國
甘
葛
の
統
治
権
が
保
障
さ
れ
る
と
同
時
に
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

デ
の
維
持
に
対
す
る
皇
帝
権
の
関
与
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
帝
国
等
族
を
平
和
維
持
の
主
た
る

担
い
手
と
す
る
近
世
ド
イ
ツ
の
政
治
的
体
制
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
認
識
の
も
と
に
、
一
五
五
五
年
以
降
の
帝
国
の
体
制
を
、
わ
れ
わ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

「
帝
国
等
族
的
－
連
邦
的
体
制
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
か
よ
う
な
政
治
的
体
制
に
お
い
て
、
中
間
組
織
と
し
て
、
諸
領
邦
を
地
域
ご
と
に
結
集
し
、
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
帝
国
へ
と
統
合
す
る
た
め
に

機
能
し
た
組
織
が
、
先
述
し
た
帝
国
執
行
令
に
お
い
て
法
的
基
礎
を
与
え
ら
れ
、
帝
国
改
革
の
成
果
と
し
て
結
実
し
た
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
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⑪

園
魚
。
げ
ω
ξ
Φ
δ
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
、
連
邦
的
体
制
と
し
て
の
近
世
ド
イ
ツ
国

憲
に
持
ち
こ
む
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
国
制
上
の
見
通
し
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
の
分
析
対
象
に
は
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
が
全
面
的
に
対

外
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
、
十
六
世
紀
末
の
対
ト
ル
コ
戦
争
に
関
わ
る
帝
国
内
の
政
治
過
程
、
と
り
わ
け
帝
国
収
税
長
官
Z
・
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー

の
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策
が
、
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
章
を
改
め
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
関
す
る
問
題
の
所
在

を
明
確
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

①
例
え
ば
、
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
そ
の
主
著
『
ド
イ
ツ
國
悲
史
』
に
お
い
て
、
ド
イ

　
ツ
国
導
出
の
中
心
課
題
が
帝
国
と
領
邦
と
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
両
者

　
の
併
存
な
い
し
対
抗
関
係
を
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
認
識
は
し
て

　
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
国
家
発
生
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
志
向
す
る
彼
の
立

　
場
か
ら
す
れ
ば
、
帝
国
は
、
ド
イ
ツ
国
制
憲
に
お
け
る
積
極
的
要
因
に
は
な
り
え

　
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
ゥ
ソ
グ
、
成
瀬
・
坂
井
訳
、
『
ド
イ
ツ
国
費
史
』
、
一
九

　
八
○
年
、
三
～
五
頁
。

②
客
ω
・
切
豊
g
円
⑦
三
8
二
9
皆
二
曾
轟
轟
α
い
磐
9
ω
一
回
0
9
置
司
宰
”
じ
ヴ
㌶
暮
①
戦

　
h
〔
冒
α
o
馨
ω
o
げ
。
い
p
鼠
。
ω
σ
q
o
G
。
〇
三
〇
葺
ρ
り
ρ
一
Φ
器
。

③
中
村
賢
二
郎
「
神
聖
ロ
…
マ
帝
国
と
ク
ラ
イ
ス
制
度
一
五
〇
〇
…
一
五
五
五

　
年
」
、
同
等
『
国
家
』
、
一
九
八
九
年
、
所
収
、
二
六
四
頁
。

④
帝
国
史
研
究
動
向
…
般
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
勺
．
厚
臼
壁
く
彰
α
く
■
℃
器
ω
。
・
㌧

　
甥
9
二
目
α
賃
ω
o
N
一
a
田
ρ
α
＜
白
鍵
器
塁
σ
q
ω
㈹
霧
。
鼠
呂
け
。
号
ω
冨
強
σ
q
象

　
同
α
田
一
ω
9
護
国
①
一
9
0
。
。
一
叢
ω
℃
警
o
p
竃
一
帯
9
p
一
器
『
β
＝
α
一
昌
伽
負
ゆ
警
窪

　
客
⑦
薫
①
沖
（
冨
．
山
。
。
。
智
貯
7
目
乙
Φ
二
）
”
ぎ
”
N
⑦
誇
。
。
。
胃
躍
叶
一
骨
＝
富
ε
「
冨
。
冨

　
閃
。
話
呂
考
σ
q
”
b
。
レ
リ
誤
…
＜
■
℃
后
ω
。
。
㌧
U
霧
菊
α
導
冨
9
0
－
U
①
口
富
畠
①
菊
臥
9
”
同
ぎ

　
勺
。
旨
輪
島
。
ω
　
ω
遂
8
目
　
貯
　
く
2
h
p
ω
ω
き
α
q
。
，
－
日
乙
ω
o
臥
島
σ
q
。
切
。
匡
。
げ
葺
。
冨
吋

　
津
9
σ
q
o
ω
3
二
5
σ
q
」
『
埼
一
①
貰
し
σ
。
盈
贔
σ
q
。
N
霞
Ω
o
・
。
〇
三
。
｝
　
誌
上
臼
Z
窪
N
①
置

　
。
。
、
お
。
。
一
・
最
近
の
研
究
の
う
ち
で
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
（
帝
園

ク
ラ
イ
ス
に
関
す
る
も
の
は
第
一
章
で
取
り
上
げ
る
）
。
バ
ー
ダ
ー
の
論
考
の
中

で
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
類
・
の
・
b
ご
琶
。
さ
く
。
ニ
ハ
・
ω
3
ヨ
ヨ
・
同
断
署
長
貯
含
L
畳

ω
o
訂
鷺
出
差
N
霞
菊
9
算
ω
σ
q
Φ
ω
。
7
一
。
簿
ρ
茜
こ
ρ
ω
。
一
6
夢
Q
り
凶
σ
q
き
髪
貯
α
q
Φ
P
一
㊤
○
。
餅

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
講
和
以
降
の
帝
国
の
政
治
史
に
関
し
て
は
、
澱
．
○
．
＜
o
旨

〉
お
は
ジ
寓
。
一
一
一
σ
q
①
ω
菊
α
ヨ
一
ω
0
9
の
男
。
一
〇
げ
H
謡
？
一
Q
。
O
ρ
≦
一
〇
ω
σ
巴
o
P
一
り
巽
…

匹
臼
ω
．
㌔
U
p
ω
菊
臥
。
ダ
も
Q
葺
雰
α
q
舞
r
一
り
○
。
①
■
帝
国
改
輩
－
の
問
題
に
関
す
る
研
究
と

し
て
、
鼠
■
〉
⇒
σ
q
霞
臼
9
0
5
国
α
巳
σ
q
嘗
一
5
g
巳
い
睾
島
臨
O
麟
O
h
ヨ
α
①
q
け
ω
昌
O
ロ

ω
冨
ひ
諺
津
8
三
一
8
ご
竃
郎
一
三
話
9
ち
O
O
…
島
。
『
ω
4
望
⑦
潟
。
一
〇
冨
お
8
巴
葺
置
一
〇
1

顧
翼
窯
9
。
ぎ
P
お
。
。
画
（
〉
嶺
㊦
塁
。
§
と
略
記
）
…
彰
ω
畠
昏
⑦
昼
隈
曾
お

戸
5
α
教
導
0
7
Ω
α
洋
ぎ
σ
q
o
謬
㌧
一
り
お
。
帝
綱
議
会
な
ど
の
帝
鼠
レ
ベ
ル
の
身
分
制
議

会
の
研
究
と
し
て
、
屑
．
寓
．
ω
魯
害
角
戸
U
詰
α
⑳
葺
。
。
0
9
鵠
図
臥
。
冨
3
σ
q
o
ぎ
α
窪

の
雰
無
ω
一
①
罫
。
氏
卑
噺
a
7
0
コ
署
2
N
o
h
r
O
α
国
営
σ
q
①
P
一
〇
①
倉
寓
■
客
①
鼻
窪
。
。
．

菊
。
憲
あ
。
・
蘇
乙
冴
。
冨
切
。
罎
似
・
・
。
鴛
p
鉱
。
器
♂
『
ヨ
①
コ
貯
鳥
2
一
9
臼
玉
夏
邑
。
芦

切
。
二
貯
”
お
Q
。
b
。
・
十
六
世
紀
末
の
ト
ル
コ
危
機
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
日
蔭
園
制

を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
毛
・
ω
o
プ
三
N
o
・
閑
鼠
。
げ
田
一
匹
8
離
蒔
魯
σ
q
o
貯
冴
一
ヨ

。・

y
§
峯
冒
訂
ぎ
誉
『
r
ン
霊
嵩
9
葺
お
刈
。
。
（
翠
貝
冨
哺
h
巴
肖
と
略
記
ソ

論
文
集
と
し
て
は
、
℃
o
葎
ド
ω
き
α
o
Q
o
o
δ
藁
屋
け
ぎ
頃
。
芝
菊
。
旨
皇
図
舞
覧
器

一
9
0
占
。
。
8
（
同
9
冒
出
湯
一
〇
h
寓
0
9
彗
寓
冴
8
ヴ
、
逼
。
。
あ
毛
笠
Φ
ヨ
。
巨
篇
Φ
。
。
鈴
）
。

史
料
集
で
は
、
ρ
器
嬬
①
出
N
信
旨
く
。
躁
器
誓
ロ
鴉
。
お
⇔
艮
ω
日
戸
一
ω
α
①
ω
嵩
①
嘗
σ
q
o
β
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幻
α
註
m
9
窪
　
図
⑦
一
。
9
。
。
9
葺
ω
9
霞
客
舞
一
8
　
一
お
？
一
。
。
猿
、
茜
‘
　
¢
麟

　
国
o
h
ヨ
二
二
、
∪
錠
旨
ω
寅
無
弘
＄
0
鴫
凶
鉱
ω
賃
§
α
幻
⑦
一
9
噛
品
‘
〉
■
し
け
器
。
ゴ
筥
雪
p

　
累
警
象
ぎ
σ
q
・
詳
同
の
。
。
蒔
，
邦
語
文
献
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
帝
国
裁
判
所

　
の
問
題
を
中
心
に
帝
国
国
欄
に
検
討
を
掬
え
た
労
作
と
し
て
、
村
上
淳
一
　
「
『
良

　
き
旧
き
法
』
と
帝
国
国
制
」
、
『
法
学
協
会
雑
誌
』
九
〇
巻
一
〇
、
～
一
、
九
一
巻

　
二
、
同
「
国
家
の
概
念
史
に
お
け
る
帝
国
と
領
邦
」
、
『
近
代
国
家
形
成
の
諸
問
題
』

　
告
岡
・
成
瀬
編
、
　
九
七
九
年
所
収
。
別
の
角
度
か
ら
帝
国
国
制
を
論
じ
た
も
の

　
と
し
て
西
川
洋
一
「
十
二
世
紀
ド
イ
ツ
帝
国
国
章
に
関
す
る
一
試
論
」
、
『
国
家
学

　
会
雑
誌
』
、
九
四
・
九
五
、
一
九
八
一
・
八
二
年
。
前
田
俊
文
「
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

　
フ
の
政
治
思
想
に
関
す
る
一
考
察
」
、
『
一
橋
論
叢
』
、
一
〇
〇
聖
業
、
一
九
八
八
年
。

⑥
　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
取
り
組
ま
れ
た
研
究
と
し
て
、
千
葉
徳
夫
「
十
六
世
紀

　
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
ソ
・
エ
ル
ネ
ス
ト
家
の
領
邦
一
般
直
接
税
」
、
『
法
律
論
叢
』
五
八
巻

　
四
・
五
、
一
九
七
九
年
。

⑥
o
っ
鼠
注
。
弓
ユ
Ω
鴇
島
ω
o
冨
h
け
一
ヨ
〉
胃
8
男
9
。
ダ
茜
4
ρ
ω
9
ヨ
ご
計

　
ω
ε
球
q
q
霞
計
ち
Q
。
ρ

⑦
酉
川
、
前
掲
論
文
、
九
五
巻
・
十
一
、
十
二
、
八
○
頁
、
山
本
文
彦
コ
五
五

　
五
年
『
帝
国
執
行
令
』
の
成
立
」
、
『
西
洋
史
研
究
』
一
六
、
　
一
九
八
七
年
（
第
一

　
論
文
と
略
記
）
、
七
七
頁
。

⑧
中
村
、
前
掲
論
文
、
二
六
六
－
六
七
、
二
九
五
頁
。

⑨
〉
昌
σ
Q
鶏
ヨ
臥
。
が
。
・
■
曽
。
。
‘
中
村
、
前
掲
論
文
、
二
九
三
－
九
四
頁
、
山
本
文
彦

　
「
ド
イ
ツ
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
発
展
」
、
『
西
洋
史
学
』
一
五
六
、
一
九
八
九
年

　
（
第
二
論
文
と
略
記
）
、
六
匹
頁
。

⑩
〉
留
口
ヨ
。
貯
さ
ω
ω
．
器
O
山
ω
。
。
9
中
村
、
前
掲
論
文
。
連
邦
的
体
制
に
つ
い
て
は
、

　
Q
■
b
ご
。
需
o
H
内
P
Q
α
o
o
一
①
ぼ
四
註
℃
o
一
一
試
。
ω
ぎ
Ω
臼
臼
睾
畷
一
8
0
1
H
誤
9
い
。
巳
8
－

　
↓
門
。
暮
ρ
同
㊤
刈
《
燭
や
¢
Q
あ
’
も
参
照
。
な
お
、
中
村
、
山
本
両
氏
の
研
究
は
、
連

　
邦
的
体
制
と
し
て
の
近
世
ド
イ
ツ
帝
属
の
体
制
と
帝
圏
ク
ラ
イ
ス
と
の
関
連
の
有

　
り
様
を
問
う
、
と
い
う
基
本
姿
勢
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
筆

　
者
は
両
氏
前
掲
論
文
か
ら
多
く
の
示
唆
と
刺
激
を
受
け
て
い
る
。

＠
帝
国
ク
ラ
イ
ス
へ
の
分
割
の
試
み
は
、
十
四
世
紀
に
遡
る
。
そ
の
後
帝
国
改
革

　
の
中
で
、
ラ
ソ
ト
フ
リ
ー
デ
の
維
持
の
た
め
に
再
ゴ
～
に
わ
た
り
ク
ラ
イ
ス
の
設
畳

　
が
提
案
さ
れ
た
が
実
現
せ
ず
、
帝
国
法
上
初
め
て
ク
ラ
イ
ス
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、

　
一
五
〇
〇
年
の
帝
圏
統
治
院
設
置
令
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
ク
ラ
イ
ス
は
、

　
統
治
院
の
参
議
官
の
選
出
単
位
と
し
て
六
個
（
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
シ

　
ュ
ヴ
ァ
ー
ヴ
ェ
ン
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
オ
ー
バ
ー

　
ラ
イ
ン
）
設
澱
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
五
〇
七
年
に
は
帝
国
最
高
法
院
の
陪
席
判

　
事
の
選
出
単
位
と
な
り
、
｝
五
｝
二
年
目
は
新
た
に
四
個
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ブ

　
ル
グ
ン
ト
、
ク
ー
ル
ラ
イ
ン
、
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
）
の
ク
ラ
イ
ス
が
設
置
さ
れ
、

　
同
時
に
帝
國
最
高
法
院
の
判
決
の
執
行
と
ラ
ソ
ト
フ
リ
ー
デ
の
維
持
の
任
務
が
与

　
え
ら
れ
た
。
更
に
一
五
二
二
年
の
帝
鴎
統
治
院
設
置
令
に
よ
り
ク
ラ
イ
ス
は
統
治

　
院
の
執
行
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
第
二
次
統
治
院
も
一
五
三
〇

　
年
に
崩
壌
す
る
。
ク
ラ
イ
ス
は
一
五
五
五
年
の
帝
国
執
行
令
に
よ
り
帝
国
の
執
行

　
機
関
と
し
て
権
限
が
明
確
化
し
、
同
時
に
内
部
組
織
も
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
山
本
、
前
掲
第
二
論
文
、
五
四
頁
註
翰
に
よ
る
。
一
五
五
五
年
ま
で
の
ク
ラ
イ
ス

　
制
度
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
中
村
、
前
掲
論
文
、
二
六
七
一
八
八
頁
に
詳
し
い
。
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第
騨
章
問
題
の
所
在

近
世
ド
イ
ツ
国
々
史
は
、
帝
国
の
中
間
組
織
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
問
題
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。



近世ドイツ国制と帝国クライス擬度（渋谷）

本
章
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
機
能
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
時
期
区
分
、
研
究
史
の
三
点
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
問

題
の
所
在
を
明
確
に
し
、
課
題
の
設
定
に
取
り
く
む
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
ず
機
能
面
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
二
重
の
機
能
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
諸
領
邦

の
連
合
的
協
同
の
た
め
の
地
域
組
織
（
自
治
団
体
）
と
し
て
の
機
能
を
有
し
、
さ
ら
に
帝
国
レ
ベ
ル
で
は
、
二
つ
の
任
務
（
帝
国
最
高
法
院
の
判
決

の
執
行
と
各
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
ラ
ソ
ト
フ
リ
ー
デ
の
維
持
）
を
委
ね
ら
れ
た
帝
国
の
行
政
管
区
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
、
諸
領
邦
を
連
邦
的
体
綱
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

統
合
す
る
中
間
組
織
と
し
て
の
機
能
を
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
。
委
ね
ら
れ
た
二
つ
の
任
務
が
平
和
維
持
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
防
衛
組
織
た
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
帝
国
執
行
令
に
お
い
て
国
制
的
枠
組
み
を
与
え
ら
れ
て
以
来
、
帝
国
の
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
二
世
紀
半
に
お
よ
ぶ
期
間
が
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
そ
れ
と
し
て
扱
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
二
点
目
と
し
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
時
期
区
分

に
関
す
る
従
来
の
研
究
に
よ
る
見
通
し
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
大
ま
か
に
い
っ
て
二
つ
の
時
期
区
分
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
時
期
区

分
は
一
五
五
五
年
か
ら
三
十
年
戦
争
の
勃
発
に
い
た
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
一
六
一
八
年
ま
で
で
あ
り
、
第
二
の
そ
れ
は
一
六
四
八
年
の
ヴ
ェ
ス

ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
よ
る
ク
ラ
イ
ス
の
再
編
成
以
降
、
一
八
〇
六
年
の
帝
国
の
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
で
あ
る
（
以
下
前
老
を
第
一
期
、
後
者
を
第

　
　
　
　
④

二
期
と
呼
ぶ
）
。
ク
ラ
イ
ス
の
歴
史
を
二
つ
の
時
期
に
分
か
つ
要
因
は
、
帝
国
皇
族
的
－
連
邦
的
体
制
の
形
成
の
進
捗
の
度
合
い
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
怨
言
の
自
立
性
、
い
わ
ゆ
る
「
等
族
の
自
由
」
の
確
立
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
、
連
邦
黒
体
欄
は
そ
の
確
立
を
見
る
に
い
た
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
示
す
る
出
来
事
が
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
に
お
け
る
、
領
土
の
ほ
ぼ
完
全
な
独
立
主
権
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
防

衛
主
権
毛
魯
昏
。
げ
Φ
洋
の
レ
ベ
ル
で
い
う
な
ら
ば
、
第
一
期
に
お
い
て
内
部
平
和
維
持
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
た
ク
ラ
イ
ス
が
、
第
二
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
対
外
防
衛
権
の
行
使
を
も
独
自
に
行
な
う
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
第
二
期
に
な
る
と
、
大
領
邦
が
自
己
の
主
権
を

行
使
し
て
領
土
拡
張
を
進
め
た
結
果
、
帝
国
の
枠
外
に
は
み
出
て
ゆ
く
地
域
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ブ
ル
グ
ソ
ト
、
オ
ー
バ
…
ザ
ク
ソ
）
で
は
、
帝
国
ク

ラ
イ
ス
と
い
う
枠
組
み
は
無
視
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
他
方
、
中
小
規
模
の
領
邦
の
分
裂
状
態
が
定
着
し
て
い
た
西
南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
そ
、
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帝
国
ク
ラ
イ
ス
（
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、
フ
ラ
ン
ヶ
ン
等
）
は
、
中
小
領
邦
を
準
國
家
団
体
へ
と
結
集
す
る
、
地
域
組
織
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
西
南
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ス
の
自
立
化
が
進
展
し
た
結
果
と
し
て
、
十
七
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
ひ
き
続
く
対
外
戦
争

に
際
し
て
、
数
個
の
ク
ラ
イ
ス
が
、
共
同
防
衛
の
た
め
に
自
由
に
同
盟
を
結
ん
で
対
処
す
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
連
合
」
b
鴇
o
N
貯
鉱
。
⇔

を
組
織
し
て
、
自
己
の
存
在
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
の
「
帝
国
」
を
自
ら
名
乗
る
こ
と
に
よ
り
、
「
第
三
の
ド
イ
ツ
」
あ
る
い
は
最
狭
義
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
帝
国
」
が
形
成
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
し
た
が
っ
て
第
二
期
に
な
る
と
、
ク
ラ
イ
ス
の
二
重
の
機
能
の
う
ち
、
帝
国
団
体
と
し
て
の
機
能
は

後
退
し
、
地
域
的
自
治
団
体
と
し
て
の
機
能
が
前
面
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
よ
う
な
事
態
を
、
防
衛
組
織
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ス
に
限
定

し
て
み
る
な
ら
ば
、
内
部
平
和
維
持
か
ら
対
外
防
衛
へ
と
、
ク
ラ
イ
ス
の
機
能
に
お
け
る
重
心
の
移
行
が
生
じ
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
読
み

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
第
一
期
か
ら
第
二
期
へ
の
変
化
を
促
進
し
た
背
景
と
な
っ
た
の
が
、
本
稿
の
対
象
と
す
る
十
六
、
十
七

世
紀
の
交
に
お
け
る
対
ト
ル
コ
戦
争
（
一
五
九
三
…
一
六
〇
七
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
W
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
戦
争
の
遂
行
の

過
程
に
お
い
て
、
対
外
戦
争
に
対
す
る
ク
ラ
イ
ス
の
組
織
強
化
が
進
め
ら
れ
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
後
世
の
連
合
へ
つ
な
が
る
前
段
階
が
形

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
歴
史
学
の
研
究
対
象
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
つ
目
の
問
題
と
し
て
、
帝
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ク
ラ
イ
ス
の
研
究
史
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
帝
国
ク
ラ
イ
ス
研
究
は
、
ジ
ソ
メ
ル
ソ
の
『
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
ク
ラ
イ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

制
度
お
よ
び
一
六
四
八
年
に
い
た
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
法
制
史
的
発
展
』
を
も
っ
て
そ
の
端
緒
と
す
る
が
、
こ
の
前
世
紀
末

の
著
作
は
、
史
料
的
基
礎
に
お
い
て
も
、
方
法
論
に
お
い
て
も
、
歴
史
学
的
批
判
に
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ハ
ル
ト

ゥ
ン
グ
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
こ
の
玉
作
に
お
い
て
は
、
帝
国
最
終
決
定
や
ク
ラ
イ
ス
最
終
決
定
を
も
と
に
し
た
、
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
法
学
的

定
義
づ
け
に
終
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ク
ラ
イ
ス
の
現
実
に
お
け
る
発
展
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
ン
に
対
す

る
自
己
の
批
判
を
立
証
し
、
歴
史
学
の
対
象
と
し
て
ク
ラ
イ
ス
を
位
置
付
け
る
べ
く
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
を
対
象
と
し
て
取
り
組
ま
れ
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⑫

た
研
究
が
、
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
『
一
五
二
一
年
か
ら
一
五
五
九
年
ま
で
の
フ
ラ
ン
ケ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
歴
史
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
作
は
、
史

料
整
理
を
も
あ
わ
せ
て
行
な
っ
た
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
考
察
対
象
は
一
五
五
九
年
ま
で
で
あ
り
、
著
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

自
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ス
の
発
展
の
前
史
を
記
し
た
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
代
に
は
い
る
と
、
帝
国
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

関
心
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
ク
ラ
イ
ス
に
も
っ
と
高
い
評
価
を
与
え
よ
う
と
す
る
バ
ー
ダ
ー
や
エ
ス
ト
ラ
イ
ヒ
の
提
言
が
現
わ
れ
、
こ
れ
に
呼

応
す
る
形
で
様
々
な
ク
ラ
イ
ス
の
歴
史
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
は
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
、
通
例
上
梓
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
学
位
論
文
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
研
究
成
果
に
盛
り
上
が
り
を
欠
い
た
背
景
に
は
、
バ
ー
ダ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

ク
ラ
イ
ス
最
終
決
定
な
ど
の
史
料
が
膨
大
に
存
在
す
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
整
理
・
研
究
が
進
行
し
に
く
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
も
の
と
思

　
　
⑮

わ
れ
る
。
困
難
な
史
料
整
理
と
い
う
作
業
が
進
行
し
、
豊
富
な
研
究
成
果
が
現
わ
れ
た
の
が
、
蝸
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
半
ば
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

け
て
で
あ
っ
た
。
第
一
期
の
ク
ラ
イ
ス
に
関
し
て
は
う
ウ
フ
ス
の
研
究
、
第
二
期
の
そ
れ
に
関
し
て
は
シ
ュ
ト
ル
ム
や
ヴ
ァ
ン
な
ど
の
研
究
が

代
表
的
な
業
績
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
も
雑
誌
論
文
の
形
で
、
多
く
の
成
果
が
公
刊
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
の
末

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
も
、
帝
国
史
や
地
域
史
と
の
関
連
の
中
で
ま
と
ま
っ
た
成
果
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
が
、
現
状
で
あ
る
。
研
究
の

進
行
段
階
の
面
か
ら
い
え
ば
、
連
邦
的
体
制
を
支
え
る
中
国
組
織
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
へ
の
関
心
か
ら
、
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
の
構
造
分
析

が
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
わ
が
く
に
で
は
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
連
邦
的
体
制
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

て
の
帝
国
国
制
の
有
り
様
を
問
う
、
中
村
賢
二
郎
、
山
本
文
彦
の
両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
研
究
に
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
段
階

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
稿
は
、
両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
基
本
的
位
置
付
け
を
確
認
し
た
う
え
で
、
等
族

の
社
会
集
団
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
即
し
て
、
連
邦
国
体
制
と
し
て
の
帝
国
国
璽
に
新
た
な
見
通
し
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
帝

国
等
族
の
社
会
集
団
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
は
、
帝
国
の
中
締
組
織
と
し
て
の
機
能
に
よ
り
上
級
権
力
（
皇
帝
）
に
よ
る
「
支
配
・
従
属
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
側
面
一
地
域
組
織
と
し
て
の
機
能
に
よ
り
「
自
律
性
」
の
側
面
、
以
上
の
両
側
面
が
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
つ
本
稿
で
は
、
前
者
の
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側
面
、
す
な
わ
ち
帝
国
ク
ラ
イ
ス
が
そ
の
自
律
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
皇
帝
の
主
導
権
の
も
と
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
、
「
支
配
・
従
属
」
の

側
要
追
究
し
・
か
よ
う
な
側
面
が
連
邦
的
体
制
と
し
て
の
帝
国
国
管
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
か
よ
う
な
観
点
か
ら
本
稿
は
、
十
六
、
十
七
世
紀
の
交
に
顕
著
に
再
燃
化
し
た
対
ト
ル
コ
戦
争
（
一
五
九
三
－
一
六
〇
七
）
の
軍
税
捻
出
方
式
を

め
ぐ
る
、
帝
国
内
の
政
治
過
程
の
分
析
を
通
じ
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
が
皇
帝
の
主
導
権
の
も
と
で
対
外
戦
争
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
照

射
す
る
こ
と
を
、
作
業
課
題
と
す
る
。
そ
の
際
分
析
の
中
心
に
は
、
か
よ
う
な
政
治
過
程
の
な
か
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
皇
帝
顧
問
官
、

す
な
わ
ち
帝
国
収
税
長
官
ツ
ァ
ハ
リ
ー
ア
ス
・
ガ
イ
ッ
コ
ブ
ラ
ー
（
一
五
六
〇
1
一
六
一
七
）
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
活
動
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
防
衛
組
織
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
有
り
様
に
、
よ
り
効
果
的
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
筆
者
の
ね
ら
い
は
、
こ
れ
ま
で
帝
国
税
制
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
帝
国
収
税
長
官
を
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
観
点
か

ら
再
考
す
る
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
そ
の
前
に
わ
れ
わ
れ
は
、
帝
国
税
制
の
概
要
と
帝
国
収
税
長
官
に
関
し
て
、
一
瞥
を
与
え
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。
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③
　
本
稿
は
、
帝
国
執
行
令
に
よ
り
帝
團
の
中
間
組
織
と
し
て
確
立
さ
れ
た
帝
国
ク

　
ラ
イ
ス
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
ク
ラ
イ
ス
内
の
機
関
と
官
職
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ

　
て
お
き
た
い
。
ω
ク
ラ
イ
ス
議
会
野
屋
尻
冨
σ
Q
。
ク
ラ
イ
ス
内
の
全
等
族
に
よ
っ

　
て
構
成
さ
れ
る
ク
ラ
イ
ス
の
最
重
要
決
議
機
関
で
あ
り
、
等
族
は
各
自
が
一
票
を

　
行
使
し
、
限
定
樗
き
な
が
ら
多
数
決
原
理
の
有
効
性
が
確
立
し
た
。
②
ク
ラ
イ
ス

　
通
達
事
項
担
当
職
譲
益
ω
営
ω
ω
。
耳
①
一
σ
⑦
零
墨
け
。
ク
ラ
イ
ス
の
中
で
最
も
身
分
の

　
高
い
聖
界
・
俗
界
の
諸
侯
各
一
名
が
就
く
官
職
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ス
議
会
の
召
集

　
権
を
有
す
る
と
同
時
に
、
帝
国
議
会
や
皇
帝
か
ら
ク
ラ
イ
ス
へ
の
諸
通
知
を
受
け

　
取
っ
て
、
ク
ラ
イ
ス
等
族
へ
通
達
す
る
任
務
を
も
負
っ
て
い
た
。
㈲
長
官
○
σ
①
誘
け

　
と
補
佐
官
N
β
σ
q
8
a
昌
簿
。
。
軍
事
執
行
活
動
に
お
け
る
指
揮
宮
と
し
て
一
名
の
長

　
官
が
、
そ
し
て
長
官
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
数
名
の
補
佐
官
が
、
ク
ラ
イ
ス
等
族

　
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
国
．
竃
0
7
昌
窪
℃
甘
∪
冨
く
2
h
p
ω
㎝
琶
σ
q
ω
嵩
9
葺
9
0

　
嘗
二
〇
a
鼻
繋
σ
q
臣
窪
殉
難
。
冨
一
年
⑦
一
ω
①
ぎ
島
①
菊
魚
。
冨
。
お
p
巳
。
。
p
藏
o
p
一
『
U
角

　
只
戸
醐
臥
費
ω
陣
く
。
コ
鼠
鉱
冒
ロ
ロ
O
象
。
国
『
o
一
ω
霧
ω
o
N
h
p
賦
9
田
H
忠
Q
。
山
謡
9
ぴ
σ
Q
こ

図
．
○
．
く
8
≧
①
§
、
δ
謡
（
竃
。
ぎ
冨
壱
酔
と
略
記
）
。
山
本
、
前
掲
第
一
論
文
。

②
　
竃
。
げ
旨
げ
西
語
㌧
吻
ω
．
置
h
…
円
窓
ρ
σ
q
o
静
U
一
〇
湾
Φ
一
9
ω
ξ
Φ
冨
①
一
昌
匹
㊤
国
唱
0
9
0

　
9
ω
臼
鉱
ω
臥
σ
q
禄
冨
お
窪
　
国
巴
♂
σ
q
o
ρ
ぎ
叫
N
①
搾
ω
o
冒
に
け
　
隔
週
　
踏
坤
ω
8
添
ω
号
。

男
9
ω
置
去
σ
q
」
P
δ
。
。
・
。
（
ζ
p
σ
q
⑦
昌
と
略
記
）
ヤ
ω
．
自
b
。
’

③
帝
國
執
行
令
に
つ
い
て
は
中
村
、
前
掲
論
文
お
よ
び
山
本
、
前
掲
第
一
論
文
に

　
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
両
氏
の
研
究
に
依
り
つ
つ
、
帝
国
執
行
令
の
四
つ
の
論
点
を

　
示
す
こ
と
に
す
る
。
ω
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
の
執
行
活
動
に
お
い
て
、
中
心
的
役
割

　
を
担
っ
た
の
は
長
官
で
あ
っ
た
。
長
官
は
ク
ラ
イ
ス
内
部
に
お
い
て
か
な
り
優
越

　
的
な
地
位
を
得
て
い
た
が
、
そ
の
支
配
権
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
長

　
官
は
執
行
活
動
に
お
い
て
、
等
族
の
援
助
に
依
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ク
ラ



近世ドイツ国制と帝国クライス制度（渋谷）

　
イ
ス
等
族
は
、
長
日
の
権
限
の
突
出
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
ぎ
た
か
ら
で

　
あ
る
。
②
ク
ラ
イ
ス
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
。
ク
ラ
イ
ス
間
を
仲
介
、
調
停
す
る

　
機
関
は
存
在
せ
ず
、
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
は
、
各
々
が
ひ
と
つ
の
自
立
的
組
織
と
し

　
て
設
定
さ
れ
た
。
㈲
ク
ラ
イ
ス
と
皇
帝
の
関
係
に
つ
い
て
。
帝
国
執
行
令
は
皇
帝

　
に
対
し
て
、
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
の
平
和
破
壊
寮
件
に
お
け
る
対
処
に
関
与
す
る
権

　
限
を
一
切
与
え
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
帝
国
ク
ラ
イ
ス
即
諾
に
お
い
て
、
皇

　
帝
権
は
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
ひ
と
つ
の
平
和
破

　
壊
事
件
が
六
個
以
上
の
ク
ラ
イ
ス
を
、
あ
る
い
は
帝
国
等
族
全
体
を
巻
き
込
む
ほ

　
ど
に
大
規
模
な
場
合
（
ト
ル
コ
の
侵
攻
等
）
に
お
い
て
の
み
、
帝
国
執
行
令
は
、

　
皇
帝
に
一
定
の
権
限
（
前
者
に
お
い
て
は
帝
国
代
表
者
会
議
へ
の
委
任
官
の
派
遣
、

　
後
者
に
お
け
る
帝
国
議
会
の
召
集
お
よ
び
出
番
）
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
㈲
帝
国

　
執
行
令
に
お
い
て
は
前
提
と
し
て
、
帝
岡
等
族
の
統
治
権
が
尊
重
か
つ
保
障
さ
れ

　
て
い
た
。

④
於
く
・
ω
■
切
巴
①
斜
U
2
ω
9
薫
9
、
σ
♂
。
ぎ
台
屋
貯
貯
α
興
〈
①
犠
霧
ω
巨
σ
q
9
ω
〉
言
窪

　
章
魚
。
げ
o
ρ
鍔
…
d
一
国
β
昌
匹
○
σ
㊦
話
O
ロ
宅
四
げ
㊦
9
G
。
8
下
り
の
劇
（
U
費
ω
o
げ
宅
餅
げ
冨
。
プ
Φ

　
琴
Φ
♂
と
略
記
Y
ω
ω
」
下
b
。
ド

⑤
三
十
年
戦
争
期
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ス
は
、
外
国
軍
に
対
す
る
防
衛
に
　
定
の
貢

　
献
を
示
し
て
い
る
。
国
．
い
睾
σ
q
零
賃
夢
く
O
ロ
駿
旨
刈
込
P
U
δ
開
話
貯
く
窪
ド
器
§
σ
蔓

　
真
西
露
一
旨
一
一
9
⇔
し
o
H
．
郎
P
島
α
Φ
属
ω
O
『
毛
鮮
σ
溢
O
げ
¢
労
O
一
〇
7
ω
犀
吋
O
一
〇
Q
一
昌
一
げ
吋
①
吋
同
O
O
7
仲
6
0
－

　
σ
q
・
ω
。
三
9
象
。
冨
図
暮
乱
鼻
｝
弓
σ
q
ぼ
ω
δ
膳
。
。
し
。
。
8
（
ω
ぎ
ヨ
窪
目
と
略
記
）
b
ω
．

　
G
Q
ミ
ー
ω
⑦
㊤
曾
鎧
㊤
σ
q
⑦
斜
。
。
。
。
。
蕊
O
一
睡
①
■

⑥
当
該
地
域
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
活
動
は
防
徳
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
と
り
わ
け
㎝

　
六
四
八
年
以
降
は
経
済
面
や
政
治
面
（
通
貨
管
理
、
道
路
保
全
、
商
工
業
問
題
等
）

　
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。
か
よ
う
な
帯
心
の
地
域
団
体
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ス
を
エ

　
ン
ド
レ
ス
は
、
「
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
・
文
化
的
運
命
共
同
体
」
と
名
付

　
け
て
い
る
。
菊
．
図
出
酔
。
。
。
P
d
賃
閃
贔
コ
匡
ω
o
げ
。
国
語
。
冨
胃
。
凶
9
言
”
∪
①
暮
ω
o
げ
①

　
〈
興
≦
9
2
品
ω
σ
q
⑦
。
。
o
置
。
匿
Φ
や
し
d
匹
‘
一
㌧
げ
σ
q
‘
囚
●
O
「
〉
・
一
〇
ω
①
訟
0
7
駁
■
勺
〇
三
、

　
ρ
－
Ω
ゲ
〈
。
q
霞
爆
詳
一
り
Q
。
G
。
㌧
ω
．
①
O
こ
い
〉
．
＜
螢
ロ
量
8
げ
①
悶
8
p
o
日
8
勺
。
鼠
。
一
霧

　
o
軌
夢
。
ω
聖
餐
ぴ
置
口
鉾
話
冨
δ
①
心
山
諏
9
｛
『
目
7
0
0
箆
閃
該
昌
．
国
。
。
ω
ρ
望
ω
o
鋒

　
Ω
㊤
ヨ
餌
口
℃
O
嵩
匡
O
a
H
蕊
蕊
梓
β
鉱
O
昌
㎝
　
一
心
㊤
α
占
Q
o
O
◎
O
α
こ
旨
。
〉
．
＜
帥
コ
P
ω
．
≦
■

　
口
9
毒
昌
お
謡
■
坂
井
栄
八
郎
「
十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
」
、
岩
波
講
座
『
世
界
歴
史
働

　
十
七
、
一
九
七
〇
年
。

⑦
坂
井
、
前
掲
論
文
。
蜜
。
げ
夢
磐
下
意
ω
』
さ
。
1
卜
。
⑦
鴇
鎖
響
国
．
類
o
h
目
㊤
昌
員
菊
①
ざ
冨
－

　
｝
（
『
o
凶
ω
　
鐸
昌
厳
　
囚
器
δ
霧
。
・
o
鉱
窄
。
凱
。
戸
　
ぎ
…
　
N
o
津
。
。
o
ξ
隊
け
　
h
O
『
　
切
p
嘱
。
ユ
し
自
。
『
⑦

　
ド
四
昌
ユ
①
ω
σ
q
o
。
7
0
鉱
。
算
①
、
b
δ
9
　
一
り
Φ
b
o
…
閃
．
乏
一
口
¢
ρ
日
げ
Φ
H
ヨ
℃
①
鼠
9
0
貯
9
①
。
。
婚

　
勺
江
田
8
ぞ
象
営
。
筥
蝉
②
醇
コ
α
囲
ヨ
娼
Φ
ユ
二
戸
。
剛
o
H
白
一
象
○
。
ム
圃
｝
野
川
『
葺
δ

　
｝
o
目
昌
a
o
曲
冨
0
9
琶
口
詩
8
吋
響
G
。
㊤
み
”
這
零
。

⑧
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
の
た
ど
っ
た
歴
史
は
け
っ
し
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
ク
ラ
．

　
イ
ス
内
部
に
お
け
る
等
愚
問
の
権
力
関
係
の
有
り
様
に
応
じ
て
、
様
々
な
展
開
過

　
程
が
生
じ
え
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
帝
國
ク
ラ
イ
ス
を
四
つ
に
類
別
し
て
見
通

　
し
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。
ω
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ブ
ル
グ
ン
ト
の
両
ク
ラ
イ
ス
は

　
ク
ラ
イ
ス
と
し
て
は
全
く
機
能
し
て
お
ら
ず
、
名
目
上
の
存
在
に
し
か
す
ぎ
な
か

　
つ
た
。
②
も
っ
と
も
よ
く
結
束
し
て
帝
国
の
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
活
動
を
続
け
た

　
の
は
、
西
南
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ス
（
シ
ュ
バ
ー
ベ
ソ
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
オ
ー
バ
ー

　
ラ
イ
ン
、
ク
ー
ル
ラ
イ
ン
）
で
あ
っ
た
。
圖
北
西
ド
イ
ツ
の
ク
ラ
イ
ス
（
ニ
ー
ダ

　
ー
ラ
イ
ン
、
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
）
は
、
等
族
間
の
梅

　
力
関
係
の
点
で
は
西
南
ド
イ
ツ
と
類
似
し
て
い
た
が
、
信
仰
問
題
の
不
一
致
を
解

　
消
し
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
う
ま
く
機
能
し
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ

　
る
。
㈲
ク
ラ
イ
ス
が
大
領
邦
の
拡
張
政
策
に
利
用
さ
れ
た
タ
イ
プ
と
し
て
、
バ
イ

　
エ
ル
ン
、
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
の
両
ク
ラ
イ
ス
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と

　
り
わ
け
バ
イ
エ
ル
ン
・
ク
ラ
イ
ス
は
バ
イ
エ
ル
ン
大
公
の
政
策
と
も
合
致
し
た
よ

　
う
で
、
帝
国
の
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
活
動
を
「
続
け
た
。
　
〉
■
じ
d
嵩
し
。
㊤
簿
廿
U
甘

　
再
馨
鼠
昆
言
お
鳥
霞
幻
⑦
8
冨
一
差
。
冨
⑦
宅
鋳
器
p
α
O
霞
口
。
σ
q
一
Φ
旨
品
ω
N
o
搾
囚
巴
ω
o
『

　
護
9
性
日
韓
9
湧
昌
、
U
富
。
。
①
『
け
舞
δ
詳
≦
δ
静
一
〇
α
O
．
等
に
よ
る
。
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⑨
≦
．
Q
o
。
ゴ
冒
ρ
目
ま
（
o
護
①
乾
冒
「
、
ω
ω
高
ミ
h
‘
ω
ω
．
b
。
蕊
捗

⑩
　
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
、
『
ド
イ
ツ
国
宣
史
』
、
六
三
－
六
七
頁
も
利
用
。
た
だ
し
ハ
ル

　
ト
ゥ
ン
グ
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
対
す
る
評
価
は
低
い
。

⑪
ω
ぎ
旨
⑦
ヨ
。

⑫
男
国
史
2
お
㌧
O
①
・
。
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三
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σ
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手
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冨
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邑
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〈
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峯
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①
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①
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⑦
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①
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．
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①
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叶
。
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ω
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．
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角
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昌
妻
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ぼ
。
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囚
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貫
も
・
ρ
㊤
や

⑯
〉
。
ピ
欝
賞
U
巽
ω
。
算
舜
三
ω
。
乱
撃
邑
。
。
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＞
g
。
卸
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リ
畔

⑰
勺
－
Ω
寡
ω
ε
村
昼
U
興
Q
D
。
り
毒
σ
凶
。
。
昌
①
丙
話
冴
9
。
。
喝
。
冨
μ
霞
『
b
ω
①
二
旦

　
お
置
…
8
＞
。
＜
p
昌
p
」
↓
9
ω
♂
毒
σ
㌶
幽
囚
器
一
ω
．
ぎ
。
。
江
8
什
凶
。
冨
一
〇
N
9
く
鉾
ぎ

　
夢
。
出
。
蔓
図
。
讐
雪
両
日
胤
お
一
夏
Q
。
山
霊
9
じ
d
塊
篇
器
一
一
〇
ω
㌧
お
瞬
亀

⑱
帝
国
ク
ラ
イ
ス
全
般
の
政
治
史
を
中
心
に
論
じ
た
著
作
と
し
て
、
芝
・

　
U
o
叶
鑓
器
さ
U
ざ
　
U
c
ゆ
暮
ω
o
冨
コ
　
夘
。
一
〇
翻
す
。
♂
ぎ
自
臼
く
魯
h
霧
し
・
β
薦
α
窃

　
≧
汁
①
ロ
国
Φ
h
o
9
ω
口
調
一
町
国
一
σ
q
o
巳
。
び
窪
（
一
窃
O
O
一
一
Q
Q
O
Φ
）
”
U
舞
毎
ω
露
象
弘
㊤
。
。
ρ

⑲
中
村
、
山
本
、
両
氏
前
掲
論
文
。

⑳
　
二
宮
宏
之
、
「
フ
ラ
ン
ス
絶
対
王
政
の
統
治
構
造
」
、
同
『
全
体
を
見
る
眼
と
歴

　
史
家
た
ち
』
、
一
九
八
六
年
、
所
収
、
一
二
七
一
二
八
、
一
六
三
t
六
四
頁
。

＠
　
両
側
颪
の
密
搬
な
絡
み
合
い
の
観
点
か
ら
、
社
会
集
団
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ

　
ス
を
捉
え
る
と
こ
ろ
に
筆
者
の
ね
ら
い
は
あ
る
。
そ
の
た
め
に
別
稿
を
準
備
し
て
、

　
「
自
律
性
」
の
側
面
を
解
き
あ
か
し
た
う
え
で
総
括
的
な
視
点
を
提
示
す
る
予
定

　
で
あ
る
。

＠
対
ト
ル
コ
戦
争
に
つ
い
て
は
、
一
五
二
九
年
の
ヴ
ィ
ー
ン
包
囲
か
ら
一
五
四
〇

　
年
ま
で
、
一
五
九
三
年
か
ら
一
六
〇
六
年
の
シ
ト
ヴ
ァ
ト
ロ
ク
条
約
を
経
て
　
六

　
〇
八
年
ま
で
続
く
十
五
年
戦
争
、
一
六
六
三
、
六
四
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
反
撃

　
の
三
つ
の
ピ
ー
ク
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
H
・
切
。
σ
q
℃
↓
自
二
8
昌
ξ
富
σ
q
島
昌
儀

　
〉
σ
q
目
串
芝
搾
富
9
鋒
計
冒
”
U
冷
乏
戸
蓉
ω
魯
鋒
菖
沖
目
窪
〉
∬
ω
謹
三
2
つ
α
q
ユ
程
門
塞
げ
①
亭

　
犀
二
①
σ
q
㌧
7
σ
q
．
㌧
○
・
勺
ざ
江
Φ
㌧
O
冨
N
陶
切
り
把
。
当
該
期
の
対
ト
ル
コ
戦
争
・
に
お
い
て
、

　
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
活
動
は
活
発
に
な
る
。
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第
二
章
　
帝
国
税
制
の
概
要
と
帝
国
収
税
長
宮

　
工
　
帝
国
税
制
の
概
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
帝
国
に
は
規
則
的
な
租
税
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
規
則
的
な
租
税
を
確
立
し
よ
う

と
す
る
試
み
は
、
軍
事
目
的
の
臨
時
税
の
賦
課
と
い
う
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
形
に
お
い
て
続
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
十
六
世
紀
の
三
十
年
代

ご
ろ
か
ら
十
七
世
紀
の
初
頭
に
い
た
る
ま
で
、
か
よ
う
な
試
み
は
、
一
定
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
、
そ
の
過
程
を
概
観
す
る

こ
と
に
し
た
い
。



近世ドイツ国制と帝国クライス鰯度（渋谷）

　
中
世
末
以
来
帝
国
に
お
い
て
は
、
帝
国
財
産
の
散
逸
に
よ
っ
て
皇
帝
の
直
轄
領
経
済
は
最
早
不
可
能
と
な
り
、
規
則
的
な
税
制
の
確
立
が
急

務
と
な
っ
た
。
フ
ス
戦
争
か
ら
は
じ
ま
る
内
外
の
絶
え
ざ
る
政
治
的
危
機
状
況
の
中
で
、
帝
国
内
外
の
平
和
維
持
と
そ
の
た
め
の
資
金
調
達
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
帝
国
議
会
が
、
帝
国
の
等
族
制
的
国
記
が
こ
こ
に
制
度
的
に
完
成
し
た
。
帝
国
議
会
の
同
意
に
基
づ
く
帝
国
租
税
は
、
傭
兵

制
の
一
般
的
形
成
に
伴
う
封
建
的
軍
事
援
助
義
務
の
金
納
化
で
あ
り
、
い
わ
ば
封
建
的
援
助
金
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
レ
ー
エ
ン
制
の
原

則
に
の
っ
と
り
、
封
臣
た
る
べ
き
帝
国
等
族
が
自
己
の
帝
国
レ
ー
エ
ン
の
経
常
収
入
か
ら
、
し
た
が
っ
て
自
己
の
直
轄
権
域
か
ら
納
め
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
の
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
帝
国
租
税
が
、
帝
国
租
税
台
帳
国
。
一
魯
ω
8
伊
ヰ
涛
9
に
よ
る
査
定
に
基
づ
い
て
帝
国
等
号
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
課
税
さ
れ
、
　
一
五
二
一
年
以
降
、
レ
ー
マ
ー
モ
ー
ナ
ト
（
口
α
壼
霞
實
。
口
緯
、
訳
語
を
あ
て
る
な
ら
ば
「
ロ
ー
マ
進
軍
援
助
」
、
台
帳
に
基
づ
く
一
ヵ
月

分
の
租
税
）
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
帝
国
の
基
本
的
租
税
と
な
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
対
ト
ル
コ
戦
争
に
よ
る
帝
国
の
財
政
需
要
の
上
昇
に
平
行
し
、
帝
国
等
族
と
り
わ
け
諸
候
の
直
轄
権
域
に
の
し
か
か
る
負

担
が
限
界
状
態
に
達
す
る
に
及
ん
で
、
そ
の
軽
減
と
十
分
な
る
税
収
確
保
の
た
め
に
、
次
の
二
つ
の
租
税
方
式
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
マ
ト
リ
ケ
ル
方
式
の
租
税
の
領
翠
煙
へ
の
転
嫁
で
あ
り
、
他
方
は
、
ゲ
マ
イ
ナ
ー
・
プ
フ
ェ
ニ
ヒ

○
①
含
量
鍵
国
①
昌
お
と
呼
ば
れ
る
帝
国
一
般
直
接
税
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
前
半
の
帝
国
議
会
で
は
、
両
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
を
採
用
す
べ

き
か
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
帝
国
議
会
に
お
け
る
議
論
の
結
果
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
ゲ
マ
イ
ナ
ー
・
プ
フ
ェ

ニ
ヒ
の
実
施
は
、
反
対
派
（
諸
候
）
の
身
分
制
的
秩
序
観
を
覆
す
ほ
ど
の
革
新
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
実
現
さ
れ
る
に

　
　
　
　
　
　
　
④

は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
帝
国
の
租
税
方
式
と
し
て
は
、
マ
ト
リ
ケ
ル
方
式
の
租
税
の
領
邦
民
へ
の
転
嫁
が
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
一
五
四
三
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
皇
帝
の
勅
令
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
た
山
鼠
民
へ
の
租
税
の
転
嫁

は
、
帝
国
等
族
の
固
有
の
権
利
と
し
て
正
式
に
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
帝
国
租
税
は
、
実
際
上
は
領
邦
租
税
と
し
て
微
収
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
、
微
収
権
は
帝
国
等
族
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
マ
ト
リ
ケ
ル
に
基
づ
く
期
限
付
き
の
台
帳
納
税
の
形
態
を
取
る
レ
ー
マ
ー

モ
ー
ナ
ト
が
、
対
ト
ル
コ
戦
の
軍
事
援
助
を
実
現
す
る
た
め
の
通
常
の
租
税
と
な
り
、
そ
の
承
認
は
帝
国
議
会
で
行
な
わ
れ
、
帝
国
援
助
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⑤

菊
該
。
げ
ω
匡
席
Φ
の
名
称
で
呼
ば
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
戦
争
が
長
期
化
し
た
場
合
、
帝
国
議
会
の
援
助
金
だ
け
で
は
、
防
衛
戦
争
を
十
分
に
遂
行
し
え
な
い
事
態
も
生
じ
た
。
帝
国
援

助
は
、
上
述
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
帝
国
議
会
の
承
認
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
調
達
さ
れ
る
租
税
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
帝
国

議
会
の
開
催
が
、
租
税
調
達
の
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
帝
国
援
助
を
補
う
援
助
方
式
と
し
て
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援

助
℃
錠
裏
盆
巳
霞
ξ
Φ
溢
ぽ
罵
Φ
が
考
案
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た
。
後
段
に
お
い
て
議
論
の
中
心
に
置
か
れ
る
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
、
皇
帝
か
ら
直

接
に
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
対
し
て
、
援
助
金
の
拠
出
が
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
各
ク
ラ
イ
ス
議
会
に
お
け
る
承
認
が
必
要

　
　
　
⑥

と
さ
れ
た
。
か
よ
う
な
形
態
を
取
る
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
、
一
五
二
〇
年
代
後
半
以
降
、
帝
国
議
会
か
ら
の
委
任
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
み
、
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
後
段
で
詳
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
帝
国
執
行
令
の
拡
大
解
釈
を
通
じ
て
、
対
ト
ル
コ
戦
の
軍
事
援
助
の
た
め
の
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

要
な
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
全
面
的
に
導
入
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
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互
　
帝
国
収
税
長
官

　
各
等
族
の
も
と
で
徴
収
さ
れ
た
租
税
は
、
帝
国
の
首
長
と
し
て
対
ト
ル
コ
戦
争
遂
行
の
任
に
あ
た
る
、
皇
帝
の
も
と
に
集
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
各
戸
族
か
ら
皇
帝
に
い
た
る
収
税
機
構
の
成
立
過
程
を
概
観
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
帝
国
収
税
長
官
図
①
ざ
げ
甲

鳳
窪
巳
σ
q
B
Φ
蜂
賃
の
成
立
、
帝
国
収
税
長
官
が
帝
国
の
国
津
に
お
い
て
占
め
る
位
置
、
帝
国
収
税
皇
宮
の
職
務
に
つ
い
て
、
概
略
を
示
す
こ
と

に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
一
五
〇
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
帝
国
税
の
た
め
の
収
税
機
構
の
創
設
を
目
指
す
動
き
が
見
ら
れ
た
。
行
論
の
都
合
上
、
詳
細
は
省
か
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
皇
帝
か
ら
の
委
任
官
の
派
遣
が
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
数
回
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
等
族
か
ら
の
帝
国
税
の
徴
収
を
主
要

な
任
務
と
す
る
皇
帝
の
委
任
官
に
対
し
て
、
帝
国
収
税
長
官
と
い
う
名
称
が
一
五
五
七
年
に
与
え
ら
れ
、
以
後
、
こ
の
官
職
の
制
度
化
が
進
め

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
帝
国
収
税
長
官
の
活
動
領
域
は
、
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
の
両
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
と
、
こ
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れ
ら
を
除
い
た
八
個
の
ク
ラ
イ
ス
、
す
な
わ
ち
オ
ー
バ
ー
ド
イ
チ
ェ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
二
つ
に
分
か
た
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
区
に
一
名
ず
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
わ
せ
て
二
名
が
任
命
さ
れ
た
。
世
羅
や
帝
国
都
市
に
お
い
て
徴
収
さ
れ
た
帝
国
税
は
、
各
国
族
の
責
任
に
お
い
て
、
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト

ぴ
①
σ
q
蓉
騨
鼻
へ
転
送
さ
れ
た
。
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
と
は
、
帝
国
税
が
一
時
的
に
預
託
さ
れ
る
都
市
の
こ
と
で
あ
る
。
両
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ

ス
で
は
下
戸
都
市
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
オ
ー
バ
ー
ド
イ
チ
ェ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ

ル
ク
の
三
つ
の
帝
国
都
市
が
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ヅ
ト
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
帝
国
収
税
長
官
は
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
派
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
、
そ
こ
で
帝
国
等
量
か
ら
帝
国
税
を
徴
収
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
設
置
さ
れ
た
帝
国
収
税
長
官
は
、
当
初
は
、
租
税
徴
収

の
期
間
に
の
み
活
動
す
る
臨
時
の
官
職
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
帝
国
税
の
納
入
は
、
期
日
を
大
幅
に
過
ぎ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
、

帝
国
収
税
長
官
の
任
期
を
延
長
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
一
五
七
七
年
の
帝
国
代
表
者
会
議
園
①
陣
。
げ
ω
α
Φ
℃
葺
p
獣
。
匿
富
σ
q
に
お
い
て
、
両

ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
帝
国
収
税
長
官
の
任
期
延
長
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
ひ
き
続
い
て
召
集
さ
れ
た
戦
船
侯
会
議
は
、
次
の
帝
国
議
会
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
の
任
期
延
長
を
認
め
た
が
、
こ
れ
以
降
帝
国
収
税
長
官
の
事
実
上
の
常
設
化
が
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
次
に
、
帝
国
収
税
長
官
の
出
身
階
層
が
聞
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
オ
ー
パ
ー
ド
イ
チ
ェ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
関
す
る
限
り
、
西
南
ド
イ
ツ
、

と
り
わ
け
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
に
活
動
の
基
盤
を
有
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
家
領
財
政
に
関
わ
り
を
持
つ
、
市
民
身
分
出
身
の
財
政
の
専
門
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
、
帝
国
収
税
長
官
に
起
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
帝
国
収
税
長
官
の
基
本
的
立
場
は
皇
帝
寄
り
で
あ
り
、
帝
国
収
税
長
官
は
、
皇
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

顧
問
官
と
し
て
の
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
官
職
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
帝
国
収
税
長
官
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
財
務
本
庁
鑓
○
津
勲
田
野
霞
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

協
同
に
お
い
て
、
税
務
行
政
の
運
営
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
帝
国
収
税
長
官
の
職
務
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
帝
国
収
税
長
官
の
職
務
内
容
は
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

1
の
在
職
期
間
（
一
五
八
九
i
一
六
〇
三
）
に
お
い
て
、
そ
の
制
度
的
固
定
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
四
つ
の
職
務
が
存
在
し
て

い
た
。
第
一
に
、
租
税
徴
収
。
等
族
は
帝
国
税
を
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
へ
納
入
し
、
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
か
ら
語
族
に
対
し
て
、
受
領
証
が
発

行
さ
れ
た
。
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
、
帝
国
収
税
長
官
に
対
し
て
帝
国
税
受
領
の
報
告
を
行
な
い
、
帝
国
収
税
長
官
は
こ
の
報
告
に
対
し
て
受
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⑱

領
証
（
確
認
証
）
を
発
行
し
た
。
納
入
さ
れ
た
帝
国
税
は
、
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
預
託
さ
れ
て
お
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
帝
国
収
税
長
官
が
そ

こ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
引
き
出
さ
れ
た
帝
国
税
、
す
な
わ
ち
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
対
す
る
支
出
に
対
し
て
も
、
帝
国
収
税

長
官
か
ら
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ヅ
ト
に
対
し
て
、
受
領
証
が
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
受
領
証
の
発
行
の
な
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
帝

国
財
政
に
お
け
る
、
一
定
程
度
の
文
書
主
義
の
浸
透
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
税
務
行
政
の
運
営
の
た
め
に
十
分
な
人
員
を
確
保
し
え

な
か
っ
た
帝
国
収
税
長
官
は
、
帝
国
等
族
、
レ
ー
ク
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
帝
国
収
税
長
官
の
三
者
を
文
書
の
発
行
を
通
じ
て
統
轄
す
る
体
制
を
、
作

り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
決
算
。
帝
国
収
税
長
官
は
、
各
会
計
年
度
ご
と
に
決
算
報
墨
書
智
冥
①
。
。
同
9
饗
§
σ
q
を
作
成
し
、
こ
れ
を
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

務
本
庁
の
監
査
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
第
三
に
、
信
用
借
り
。
承
認
さ
れ
た
帝
国
税
は
、
期
日
ま
で
に
納
入
さ
れ
な
い
場
合
が
多

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
不
足
分
を
一
時
的
に
補
う
た
め
に
、
大
商
人
か
ら
信
用
借
り
を
行
な
う
こ
と
も
ま
た
、
帝
国
収
税
長
官
の
重
要
な
任
務
で

あ
・
や
最
後
に
・
対
等
族
交
渉
納
入
の
麓
●
警
出
。
を
行
な
・
た
り
・
講
者
に
対
す
る
帝
国
量
獄
同
法
院
に
お
け
る
裁
判
に
お
い
て
・
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

定
人
○
耳
鴛
ま
霞
と
し
て
未
納
者
の
経
済
状
況
の
審
査
を
行
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
そ
の
内
容
で
あ
る
。
ま
た
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
を
ク

ラ
イ
ス
議
会
に
対
し
て
要
請
す
る
場
合
に
、
ク
ラ
イ
ス
議
会
に
使
節
と
し
て
出
席
し
等
族
か
ら
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
承
認
を
獲
得
す
る
こ
と

も
ま
た
、
対
等
族
交
渉
の
う
ち
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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①
　
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
『
ド
イ
ツ
国
記
史
』
に
お
い
て
、
帝
魍
財
政
に
関
し
て
次
の

　
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
帝
国
の
財
政
に
つ
い
て
は
、
帝
国
の
令
制
史
は
ほ
と
ん

　
ど
何
ひ
と
つ
語
る
べ
き
こ
と
が
な
い
。
た
し
か
に
、
皇
帝
に
対
し
て
承
認
さ
れ
た

　
帝
国
税
を
等
号
か
ら
徴
饗
す
る
任
務
を
も
つ
帝
国
収
税
長
官
な
る
も
の
は
あ
っ

　
た
。
し
か
し
な
が
ら
皇
帝
の
た
め
の
、
ま
た
帝
國
の
た
め
の
規
則
的
な
租
税
は
存

　
在
し
な
か
っ
た
（
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
、
前
掲
書
、
六
ニ
ー
六
三
頁
）
。
」
こ
の
よ
う
な

　
帝
国
財
政
に
対
す
る
解
釈
が
、
こ
れ
ま
で
は
通
説
の
位
澱
を
占
め
て
き
た
。
こ
の

　
よ
う
な
通
説
的
見
解
に
対
し
て
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
精
力
的
に
批
判
を
展
開
す
る
。

　
彼
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
財
政
史
研
究
は
、
集
権
化
さ
れ
た
国
家
財
政
機
構
の
形
成

を
論
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
き
た
が
た
め
に
、
言
い
．
換
え
れ
ば
、
近
代
獄
則
発

生
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
財
政
の
諸
問
題
を
取
り
扱
っ
て
き
た
た
め
に
、
各
領
邦

の
財
政
突
指
の
形
成
の
み
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
近
代
国
家
財
政

の
成
立
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
帝
国
の
財
政
は
、
ま
と
も
に
取
り
扱
わ

れ
る
こ
と
な
く
、
捨
象
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
正
確
な
把
握

に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
帝
国
財
政
に
対
す
る
評
価
を
修
正

し
う
る
存
在
と
し
て
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
が
取
り
上
げ
た
の
が
帝
国
収
税
長
官
で
あ
る
。

帝
圏
収
税
幕
営
と
は
、
十
六
、
十
七
世
紀
に
お
け
る
対
ト
ル
コ
軍
税
の
徴
収
を
委

ね
ら
れ
た
官
職
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
に
お
け
る
帝
園
、
県
体
的
に
は
、
帝
国
等
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族
と
皇
帝
と
の
政
治
的
折
衝
の
場
と
し
て
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
対
ト
ル
コ
戦

　
の
た
め
の
軍
窃
援
助
が
焦
眉
の
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
社
会
、
国
制

　
全
般
に
対
し
て
こ
の
官
職
が
及
ぼ
し
た
影
響
を
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
重
視
し
た
わ
け

　
で
あ
る
。
≦
．
ω
。
げ
巳
N
ρ
月
警
H
ハ
窪
σ
q
鉱
餌
ξ
」
舞
ω
O
悼
1
ω
①
G
。
・
従
来
研
究
対
象
と
し

　
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
蔦
蔓
収
税
長
官
に
関
し
て
、
ご
十
世
紀

　
の
初
頭
に
一
連
の
業
績
を
残
し
た
の
が
、
J
・
ミ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
ミ
ュ
ラ
ー

　
の
業
績
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
、
十
六
、
十
七
世
紀
の
交
に
お
い
て
帝
国
財

　
政
が
帝
国
の
社
会
、
国
制
全
般
に
及
ぼ
し
た
広
範
な
影
響
を
も
検
討
す
る
こ
と
を

　
通
じ
て
、
帝
国
財
政
に
対
す
る
新
た
な
位
置
付
け
を
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
試
み
た
わ

　
け
で
あ
る
。
旨
前
堂
冨
さ
U
δ
く
臼
蝕
。
霧
け
①
N
碧
落
二
霧
Ω
鉱
鴇
。
山
窪
ω
毎
5
象
。

　
切
⑦
ω
o
げ
㊤
自
彰
σ
q
α
臼
O
㊦
嵐
日
一
身
①
一
隔
山
畠
魯
↓
費
犀
Φ
巳
ハ
鼠
ゆ
α
q
囚
匹
一
ω
各
々
昆
9
房

　
H
H
い
ぎ
…
竃
一
望
凪
言
ロ
σ
q
昌
9
ω
H
謬
ω
ユ
ε
お
h
費
α
。
。
8
旨
。
一
9
μ
一
ω
o
ぎ
O
①
ω
o
瓢
。
鐸
ω
－

　
♂
話
9
ロ
品
b
押
6
0
0
（
＜
。
乙
8
蕩
8
と
略
記
）
“
α
賃
。
。
、
穿
。
ぎ
膏
ω
Ω
鉱
N
6
臨
霞

　
属
8
山
①
一
8
し
ゅ
p
匹
。
員
σ
巴
≦
富
P
下
り
。
。
○
。
（
0
9
築
。
ぬ
申
と
略
記
ソ
帝
国
財
政
に

　
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
も
参
照
。
≦
・
ω
畠
巳
N
ρ
U
一
Φ
団
空
言
σ
q
・
畠
・
同
菊
豊
。
冨
－

　
。
・
＄
8
話
凶
急
。
。
o
げ
雪
面
雪
①
煽
賞
畠
δ
O
◎
ぎ
…
智
訂
σ
き
ロ
毎
円
臼
①
O
o
ω
〇
三
〇
算
①

　
鎧
一
＃
2
　
β
巳
　
○
ω
a
㊥
暮
。
置
p
ロ
審
、
b
。
8
　
お
刈
◎
。
㎞
儒
㊦
昼
　
”
o
一
〇
｝
μ
。
・
冨
α
q
①
　
β
出
O

　
湾
①
8
冨
ω
手
話
二
一
ヨ
ω
℃
鐸
景
気
①
．
智
胃
げ
自
巳
。
昌
貯
”
N
鉱
汁
ω
。
腎
龍
け
｛
臼

　
鵠
一
。
。
け
g
訪
。
9
　
勺
。
旨
。
喜
ご
α
q
、
N
　
一
り
誤
㎞
　
℃
．
ω
9
日
㌶
、
　
閑
①
一
〇
密
。
。
8
話
ヨ
、

　
労
①
諺
窃
⇔
轟
g
窪
目
巳
菊
鉱
9
同
ω
σ
q
o
毛
9
犀
ぎ
鳥
曾
①
携
3
p
属
餌
一
葦
Φ
α
㊦
ω
一
①
．

　
冒
町
ン
巳
Φ
障
ρ
晒
『
ω
巴
《
鉦
碧
①
》
。
。
℃
㊦
葬
。
留
二
心
⑦
♂
噌
旨
曽
匡
。
蕊
N
o
罫
｝
】
㍗

　
出
．
〉
駆
σ
q
賃
遷
喬
⑦
び
お
。
。
ω
．
千
葉
、
前
掲
論
文
、
第
一
章
。

②
㎝
五
〇
七
年
に
作
成
さ
れ
｛
五
　
＝
年
に
修
正
さ
れ
て
、
こ
の
後
何
度
も
改
定

　
が
試
み
ら
れ
た
が
結
実
せ
ず
、
こ
の
～
五
二
一
年
の
台
帳
が
帝
国
崩
壊
ま
で
存
続

　
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
台
帳
は
、
各
帝
国
等
族
が
負
担
す
べ
き
租
税
を
騎
丘
ハ
数

　
と
歩
兵
数
で
記
載
し
て
お
り
、
そ
れ
を
一
単
位
と
し
て
事
情
に
応
じ
て
そ
の
一
単

　
位
分
、
二
単
位
分
、
あ
る
い
は
三
単
位
分
等
々
が
帝
國
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

　
た
。
こ
の
台
帳
に
は
騎
兵
数
と
歩
兵
数
の
ほ
か
に
、
帝
國
語
族
ご
と
に
貨
幣
額
が

　
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
帝
国
最
高
法
院
の
維
持
の
た
め
に
各
帝
国
等
族
が
負

　
卜
す
べ
ぎ
租
税
で
あ
る
。
劇
論
、
前
掲
論
文
、
百
頁
註
㈱
、
中
村
、
前
掲
論
文
、

　
二
六
四
頁
、
二
九
六
頁
註
四
、
に
よ
る
。

③
中
村
、
前
掲
論
文
、
二
六
四
頁
。

④
千
葉
、
前
掲
論
文
、
六
八
四
頁
。

⑥
こ
こ
ま
で
の
論
述
は
主
と
し
て
千
葉
、
前
掲
論
文
、
六
八
五
一
六
入
二
頁
、
に

　
よ
る
。
た
だ
し
、
「
国
王
」
は
「
皇
帝
」
に
改
め
た
。

⑥
通
常
ク
ラ
イ
ス
援
助
独
話
富
三
需
。
と
い
う
場
合
に
は
、
帝
国
執
行
令
に
規
定

　
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
各
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
執
行
活
動
の
実
施
の
た
め
の
兵
員

　
も
し
く
は
貨
幣
提
供
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
皇
帝
か
ら
直
接
に
各
ク
ラ
イ
ス
に

　
対
し
て
援
助
要
講
を
行
な
う
方
式
に
つ
い
て
は
、
帝
国
執
行
令
は
も
と
よ
り
、
い

　
ず
れ
の
帝
国
法
に
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
は
か
よ
う
な
援
助
を
要

　
請
す
る
場
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ス
議
会
を
、
勺
鍵
銘
ド
三
ρ
蒔
器
凶
ω
邸
σ
q
と
呼
ん
で
い

　
る
。
≦
・
ω
。
ぎ
宵
。
”
↓
q
芽
睾
σ
q
気
持
『
い
ω
ω
」
霧
凸
O
¢
そ
こ
で
続
稿
で
は
こ
の
よ

　
う
な
援
助
方
式
を
、
「
特
騎
ク
ラ
イ
ス
援
助
」
勺
ρ
詳
涛
ξ
母
海
魚
ω
ゴ
一
二
〇
と
呼
ぶ
こ

　
と
に
す
る
。

⑦
≦
・
ω
o
げ
巳
N
ρ
6
牙
冨
コ
σ
Q
臥
p
げ
さ
の
ω
・
ド
㊤
N
h
・
一
五
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
五

　
四
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
ω
耐
雪
か
ら
徴
収
さ
れ
る
軍
税
を
帝
国
ク
ラ
イ
ス
へ
納

　
入
す
る
②
ク
ラ
イ
ス
単
位
で
軍
を
編
成
す
る
、
の
二
点
の
形
態
を
取
っ
て
、
帝
国

　
ク
ラ
イ
ス
は
対
ト
ル
ロ
戦
に
動
員
さ
れ
た
。
以
上
の
こ
占
…
は
十
六
世
紀
｛
木
に
お
い

　
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
≦
。
o
。
富
σ
q
腎
『
O
冨
口
留
魯
界
費
一
（
o
詳
鉱
鳳
。
ぎ
ユ
興

　
N
①
津
潟
帥
二
⇔
＜
噛
一
『
露
韓
＆
「
⑳
①
の
。
田
。
寒
獄
。
圏
回
Φ
鎧
睡
洋
Φ
隔
需
品
①
詳
一
ぴ
削
り
鵡
”

　
。
・
．
も
。
一
．
十
六
紀
中
葉
に
つ
い
て
は
出
本
、
前
掲
第
二
論
文
に
詳
し
い
。

⑧
≦
．
ω
簿
巳
N
辞
円
母
剛
（
象
α
q
駄
⇔
貯
，
”
の
。
。
」
り
階
下
⊃
這
■

⑨
。
9
鼠
ρ
ω
．
ω
誌
畢

⑩
。
g
a
p
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⑪
9
⑦
鼠
斜
。
。
．
。
。
蜀

⑫
。
g
鼠
斜
幹
曽
卜
。
．

⑬
Φ
げ
8
α
2
ω
顧
ω
嶺
捗
シ
ュ
ル
ツ
ェ
に
よ
れ
ば
こ
の
官
職
は
十
七
世
紀
初
頭
ま
で

　
存
続
し
て
い
る
。
o
σ
Φ
コ
ユ
騨
鈎
。
。
H
㊤
．

⑭
g
。
巳
甜
ゆ
。
・
●
ω
欝
器
㊤
。

⑯
　
一
四
九
八
年
に
皇
帝
マ
ク
シ
、
・
・
リ
ア
ン
一
世
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
家
領
を
管
轄

　
す
る
た
め
に
設
置
し
た
合
議
制
官
庁
で
あ
り
、
以
後
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
財

　
務
行
政
の
頂
点
の
位
置
に
あ
っ
た
。
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
、
前
掲
書
、
一
〇
八
頁
。

⑯
　
①
σ
O
出
α
ρ
ω
。
。
・
ω
b
o
O
や

⑰　
そ
れ
以
前
に
お
け
る
職
務
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
。

⑱
　
Φ
σ
①
昌
儒
P
o
陰
。
⑳
ω
ρ

⑲　Φ
ぴ
。
昌
鉱
P

⑳　①
σ
O
P
塵
2
ω
’
ω
ω
H
．

⑳
　
O
σ
㊥
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ユ
斜
ω
ω
．
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σ
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第
三
章
　
帝
国
収
税
長
官
と
帝
国
ク
ラ
イ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
章
の
課
題
は
、
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
ー
を
覗
き
窓
と
し
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
が
皇
帝
の
主
導
権
の
も
と
で
対
外
戦
争
に
組
み
込

ま
れ
て
い
く
過
程
を
照
射
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
分
析
視
覚
を
設
定
す
る
。
第
一
の
視
覚
は
皇
帝
一
帝
国
等
年

間
の
媒
介
項
と
し
て
、
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
基
本
的
位
置
付
け
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
皇
帝
と
帝
国
重
弁
の
双
方
が
相
対

魅
す
る
、
当
時
の
政
治
的
体
制
の
有
り
様
を
写
し
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
そ
れ
は
、
か
よ
う
な
媒
介
項
と
し
て
の
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ツ

コ
フ
ラ
ー
の
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策
の
展
開
を
追
究
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
如
上
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
1
　
摸
介
項
と
し
て
の
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ω
　
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
ー
の
出
自
お
よ
び
略
歴

　
ッ
ァ
ハ
リ
；
ア
ス
・
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
を
世
に
送
り
出
し
た
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
家
は
、
ブ
レ
ソ
ナ
ー
峠
の
南
方
に
位
置
す
る
小
都
市
シ
ュ
テ

ア
ツ
イ
ソ
ク
の
審
窓
冒
σ
q
に
お
い
て
、
古
く
か
ら
鉱
山
業
に
従
事
し
て
き
た
家
柄
で
あ
っ
た
。
鉱
山
業
で
蓄
積
し
た
富
を
背
崇
と
し
て
チ
ロ
ル

地
方
に
お
い
て
繁
栄
し
、
十
六
世
紀
全
般
に
わ
た
っ
て
、
近
隣
の
都
市
参
事
会
の
収
入
役
、
皇
帝
・
諸
侯
・
司
教
等
の
財
務
担
当
の
顧
問
官
な

ど
の
財
務
行
政
に
携
わ
る
官
吏
を
多
数
輩
出
し
て
い
る
。
ま
た
婚
姻
を
通
じ
て
、
有
力
な
都
市
門
閥
と
の
結
び
つ
き
を
積
極
的
に
獲
得
し
て
い
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た
。　

ツ
ァ
ハ
リ
ー
ア
ス
・
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
は
、
一
五
六
〇
年
、
ブ
リ
ク
セ
ン
の
司
教
区
財
産
管
理
人
ハ
ン
ス
・
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
次
男
と
し

て
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
。
六
才
の
年
、
す
な
わ
ち
一
五
六
六
年
に
は
、
フ
ッ
ガ
i
家
の
収
入
役
で
あ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
伯
父
、
・
・
ヒ

ャ
エ
ル
の
も
と
に
送
ら
れ
、
そ
こ
で
養
育
さ
れ
た
。
ラ
テ
ン
語
学
校
に
お
け
る
人
文
主
義
的
教
育
を
十
三
才
で
終
え
た
後
、
一
五
七
三
年
の
秋

か
ら
、
ロ
ー
マ
法
研
究
の
中
心
地
と
し
て
名
高
い
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
に
入
学
し
、
さ
ら
に
イ
ン
ゴ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
、
バ
ー
ゼ
ル
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ

ル
ク
の
各
大
学
を
渡
り
歩
い
て
法
律
学
の
研
究
を
続
け
た
。
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
に
遊
学
し
て
学
究
を
続
け
て
い
た
が
、
一
五
八
一
年
十
二
月
、

父
ハ
ン
ス
の
死
に
接
し
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
へ
帰
還
し
た
。
一
五
八
三
年
か
ら
一
年
問
、
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
の
帝
国
最
高
法
院
に
お
い
て
研
修
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

行
な
っ
て
い
る
。
当
時
、
諸
侯
の
宮
廷
で
勤
務
す
る
た
め
に
は
、
帝
国
最
高
法
院
の
陪
席
判
事
の
位
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
五
八

四
年
か
ら
は
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
の
勧
め
に
従
い
、
フ
ッ
ガ
i
家
に
勤
務
し
て
い
る
。
伯
父
が
こ
の
大
商
業
門
閥
の
も
と
で
要
職
に
就
い
て
い
た
こ
と
、

ま
た
彼
自
ら
が
フ
ッ
ガ
ー
家
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
、
フ
ッ
ガ
ー
家
と
の
つ
な
が
り
は
、
後
の
帝
国
収
税
長
官
と
し
て
の
彼
の
活
動
に

と
っ
て
有
利
な
後
ろ
盾
と
な
る
。
こ
の
頃
か
ら
財
務
官
と
し
て
の
評
価
が
高
ま
っ
て
き
た
ら
し
く
、
一
五
八
四
年
に
は
年
俸
四
八
○
グ
ル
デ
ン

で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
の
顧
問
官
に
取
り
立
て
ら
れ
、
チ
ロ
ル
や
前
方
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
活
躍
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
頃
か
ら
、
皇
帝
ル
ド
ル

フ
ニ
世
（
在
位
一
五
七
六
i
一
六
＝
一
）
の
プ
ラ
ー
ク
宮
廷
に
も
勤
務
し
始
め
て
い
る
。
　
一
五
八
九
年
に
は
、
皇
帝
顧
問
官
の
称
号
を
与
え
ら
れ
、

年
俸
も
二
千
グ
ル
デ
ン
を
保
証
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
同
年
五
月
に
は
、
帝
国
収
税
長
官
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
五
九
七
年
か
ら
一

六
〇
〇
年
ま
で
糧
食
長
官
○
σ
霞
ω
伴
箕
。
≦
㊤
鼻
8
巴
ω
富
H
を
も
兼
任
し
、
一
六
〇
三
年
に
帝
国
収
税
長
官
の
地
位
を
退
く
ま
で
、
帝
国
財
政
の
運

営
は
彼
の
掌
中
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
出
自
、
教
育
学
問
的
背
景
と
経
歴
で
あ
る
。
次
に
、
彼
の
主
要
な
活
動
基
盤
で
あ
っ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
に
お

け
る
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
人
的
結
合
の
有
り
様
を
、
年
代
を
追
っ
て
追
究
す
る
こ
と
に
す
る
。
一
五
九
一
年
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
貴
族

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
リ
ン
ガ
ー
の
娘
マ
リ
ア
と
結
婚
し
て
い
る
。
こ
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
都
市
門
閥
と
の
結
び
つ
き
は
、
帝
国
収
税
長
官
と
し
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て
の
彼
の
活
動
に
有
利
に
作
用
し
た
。
と
り
わ
け
義
理
の
兄
弟
と
な
っ
た
コ
ン
ラ
ー
ト
は
、
ク
ラ
イ
ス
議
会
に
お
け
る
交
渉
に
お
い
て
ガ
イ
ツ

コ
フ
ラ
ー
の
有
力
な
後
援
者
と
な
っ
た
。
　
一
五
九
二
年
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
近
郊
の
ガ
イ
レ
ン
バ
ッ
ハ
に
あ
っ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
辺

境
伯
レ
ー
エ
ン
を
購
入
し
て
、
貴
族
身
分
へ
の
階
梯
を
昇
り
始
め
て
い
る
。
さ
ら
に
一
六
〇
〇
年
に
は
、
同
じ
く
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
近
郊
の
ハ

ウ
ン
ス
ハ
イ
ム
の
所
領
を
購
入
し
、
翌
年
に
は
ヘ
ル
身
分
に
凝
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
市
民
身
分
で
あ
っ
た
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
は
シ
ュ
ヴ
ァ

ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
等
族
の
中
に
お
い
て
、
「
ガ
イ
レ
ン
バ
ッ
ハ
と
ハ
ゥ
ン
ス
ハ
イ
ム
の
ヘ
ル
」
出
①
ほ
く
。
霞
○
鉱
δ
⇒
び
ゆ
。
財
償
昌
α
出
碧
コ
ω
げ
9
日

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
に
お
け
る
有
力
等
族
へ
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
有
力
等
族
と
し

て
の
位
置
付
け
が
、
後
段
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
問
題
の
交
渉
に
有
利
に
作
用

し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
論
述
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
執
行
権
を
め
ぐ
っ
て
皇
帝
と
帝
国
等
族
と
が
相
対
峙
し
せ
め
ぎ
あ
う
、
近
世

ド
イ
ツ
の
政
治
的
体
制
に
あ
っ
て
、
ク
ラ
イ
ス
等
族
の
一
員
で
あ
る
と
同
時
に
皇
帝
顧
問
官
で
あ
っ
た
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
ー
の
存

在
は
、
両
者
を
つ
な
ぐ
媒
介
項
の
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
側
に
は
、
近
世
ド
イ
ツ
の
政
治
的
体
制
が
体
現
さ
れ
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
㈲
　
一
五
九
八
年
の
訓
令

　
前
項
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
、
皇
帝
一
帝
国
盲
嚢
間
の
媒
介
項
と
し
て
の
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
位
置
付
け
は
、
二
五
九
八

年
の
訓
令
」
に
お
い
て
、
制
度
的
に
も
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
訓
令
と
は
、
帝
国
収
税
長
官
が
帝
国
財
政
を
運
営
し
て
い
く
上
で
の
一

種
の
業
務
規
定
で
あ
る
。
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
は
帝
国
収
税
長
官
在
職
中
に
二
つ
の
訓
令
を
受
け
て
い
る
。
最
初
の
そ
れ
は
彼
が
着
任
し
た
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

八
九
年
の
訓
令
で
あ
り
、
皇
帝
ル
ド
ル
フ
ニ
世
よ
り
与
え
ら
れ
た
。
第
二
の
そ
れ
が
、
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
一
五
九
八
年
の
訓
令
で

あ
る
。
当
初
帝
国
三
族
は
、
対
ト
ル
コ
戦
の
軍
事
援
助
金
の
管
理
と
戦
争
の
遂
行
は
帝
国
首
長
た
る
皇
帝
の
責
任
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
考
え
て
い
た
た
め
に
、
帝
国
収
税
長
官
に
対
し
て
も
関
心
を
抱
く
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
次
節
で
詳
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
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五
九
四
年
以
降
、
ト
ル
コ
軍
の
侵
攻
に
よ
る
帝
国
国
境
の
危
機
に
よ
り
、
帝
国
議
会
や
ク
ラ
イ
ス
議
会
に
お
け
る
皇
帝
の
援
助
要
請
が
頻
発
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
こ
と
が
、
帝
国
等
根
側
の
対
ト
ル
コ
戦
の
軍
事
援
助
へ
の
関
心
を
い
や
が
う
え
に
も
高
め
た
の
で
あ
る
。
帝
国
等
族
は
自
分
た
ち
が
納
め
る

帝
国
税
の
徴
収
、
お
よ
び
そ
の
分
配
、
消
費
を
委
ね
る
人
物
を
自
分
た
ち
で
選
出
し
、
こ
れ
を
監
督
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
さ
ら
に
税
の
使
途

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
戦
争
遂
行
の
目
的
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
わ
け
て
も
皇
帝
の
勢
力
拡
張
の
た
め
に
は
決
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
か
よ

う
な
帝
国
等
族
の
意
向
は
、
一
五
九
八
年
の
レ
ー
ゲ
ソ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
。
こ
の
帝
国
議
会
で
承
認
さ
れ
た
帝
国
収

税
長
官
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
に
対
す
る
訓
令
の
序
文
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
…
…
朕
は
先
頃
行
な
わ
れ
た
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
選
定
侯
、
諸
侯
、
氏
族
と
次
の
こ
と
に
つ
い
て
一
致
し
た
。

　
　
わ
れ
わ
れ
の
キ
リ
ス
ト
の
御
教
え
と
御
名
に
背
く
大
敵
、
す
な
わ
ち
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
承
認
さ
れ
た
援
助
金
を
人
民
に
課
す
た
め
に
、

　
　
特
別
な
帝
国
収
税
長
官
を
認
め
る
こ
と
を
。
高
貴
な
る
諸
侯
、
ラ
イ
ン
沿
い
の
プ
フ
ァ
ル
ツ
グ
ラ
ー
フ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ー
ー
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ッ

　
　
ヒ
、
ロ
イ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
ラ
ソ
ト
グ
ラ
ー
フ
・
ゲ
オ
ル
ク
ー
ー
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ッ
ヒ
の
両
名
は
、
朕
の
も
と
に
伺
候
し
て
事
情
に
よ
く
通
じ
、

　
　
す
で
に
数
年
来
命
と
帝
国
の
た
め
に
帝
国
収
税
長
官
職
を
司
り
、
軍
隊
に
十
分
な
信
用
を
供
給
し
、
資
金
調
達
の
た
め
の
手
段
に
通
じ
て

　
　
お
り
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
し
て
、
…
…
上
述
の
朕
の
顧
問
官
か
つ
糧
食
長
官
で
あ
る
Z
・
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
を
推

　
　
亡
し
た
。
（
中
略
）
諸
侯
の
使
節
た
ち
も
心
を
動
か
さ
れ
て
、
彼
が
上
述
の
帝
国
収
税
長
官
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
、
承
認
す
る
こ
と
が
で

　
　
　
⑧

　
　
き
た
。
」

　
少
々
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
は
実
質
に
お
い
て
皇
帝
の
顧
問
官
で
あ
っ
た
帝
国
収
税
長
官
職
に

対
し
て
、
改
め
て
帝
国
玉
出
が
そ
の
必
要
性
を
認
め
、
そ
の
設
置
を
承
認
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
留
任
が
承
認
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
帝
国
等
族
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

よ
う
。
最
後
の
第
十
五
項
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
「
彼
、
す
な
わ
ち
帝
国
収
税
長
官
は
、
朕
と
帝
国
等
族
に
と
っ
て
い
た
る
と
こ
ろ
で
利
益
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
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⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
（
十
四
項
目
に
わ
た
る
業
務
）
を
…
…
行
な
い
、
処
理
し
、
取
り
組
む
べ
し
。
」

　
す
な
わ
ち
こ
の
項
目
に
お
い
て
、
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
は
帝
国
財
政
の
運
営
に
関
し
て
、
皇
帝
と
帝
国
等
族
の
双
方
に
対
し
て
責
任
を
負
う
べ

き
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
帝
国
収
税
長
宮
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
は
、
シ
ュ
ル
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

エ
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
皇
帝
と
帝
国
等
族
の
両
者
に
共
属
す
る
N
き
a
目
昌
α
q
存
在
と
し
て
、
明
示
さ
れ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
ク

ラ
イ
ス
等
族
と
皇
帝
と
の
関
係
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
、
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
が
持
つ
両
者
間
の
媒
介
項
と
し
て
の
位
置
付
け
は
、
　
一
五
九
八
年

訓
令
に
お
い
て
、
帝
国
政
治
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
帝
国
等
族
－
皇
帝
間
の
関
係
と
し
て
、
制
度
的
に
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
媒
介

項
と
し
て
の
位
置
付
け
は
、
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
！
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と

に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
節
を
改
め
て
、
帝
国
収
税
長
宮
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策
の
展
開
を
追
究
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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兀
　
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
ー
の
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策

　
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策
の
基
本
的
特
徴
は
、
帝
国
援
助
に
代
え
て
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
℃
鍵
仲
涛
巳
舘
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

町
9
魯
濠
Φ
を
積
極
的
に
利
用
し
た
点
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
い
か
な
る
過
程

を
経
て
導
入
さ
れ
た
か
、
特
鋼
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
帝
国
法
上
の
根
拠
は
何
処
に
求
め
ら
れ
た
か
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
ど
の
程
度
の
成
果
を

挙
げ
え
た
か
、
の
三
点
に
わ
た
っ
て
、
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
ー
の
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ω
　
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
導
入

　
一
五
九
三
年
の
冬
、
帝
国
国
境
に
お
け
る
戦
況
は
、
に
わ
か
に
悪
化
し
た
。
国
境
の
重
要
拠
点
で
あ
る
ラ
ー
プ
と
エ
ル
ラ
ウ
が
相
次
い
で
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ル
コ
軍
の
猛
攻
の
前
に
陥
落
し
た
た
め
に
、
遠
征
軍
の
国
境
へ
の
派
遣
が
、
焦
眉
の
課
題
と
し
て
持
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
帝
国
援
助
に
関

し
て
は
一
五
八
二
年
の
そ
れ
が
八
七
年
で
総
革
限
れ
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
新
た
な
帝
国
援
助
を
得
る
た
め
に
は
、
帝
国
議
会
を
召
集
し
て
そ

の
承
認
を
帝
国
等
族
に
対
し
て
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
援
助
方
式
を
め
ぐ
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
二
大
官
庁
で
あ
る
枢
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⑭

尊
墨
議
会
○
①
げ
①
巨
①
隔
壁
と
財
務
本
庁
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
た
。
前
者
は
従
来
ど
お
り
の
帝
国
援
助
を
、
後
者
は
新
た
な
試
み
で
あ
る
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

別
ク
ラ
イ
ス
援
助
を
、
援
助
方
式
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
後
者
の
主
張
を
後
押
し
し
て
い
た
の
が
か
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
で
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
他
方
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
世
襲
領
の
み
な
ら
ず
、
帝
国
の
統
治
に
も
関
与
し
て
い
た
枢
密
参
議
会
が
帝
国
援
助
の
採

用
を
強
硬
に
主
張
し
た
の
は
、
選
定
侯
の
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
に
対
す
る
否
定
的
態
度
を
顧
慮
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
帝

国
議
会
は
選
定
侯
が
彼
ら
の
伝
統
的
特
権
を
行
使
し
う
る
場
で
あ
っ
た
が
故
に
、
帝
国
議
会
を
召
集
す
る
こ
と
な
く
直
接
に
ク
ラ
イ
ス
へ
援
助

を
要
請
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
も
つ
伝
統
的
優
位
性
に
対
す
る
否
定
へ
と
つ
な
が
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
帝
国
財
政
に
対
す
る
現
実
的
見
地
か
ら
、
援
助
承
認
の
短
期
間
に
お
け
る
獲
得
を
重
視
し
た
財
務
本
庁
は
、
帝
国
議
会
の
み

な
ら
ず
、
選
定
侯
会
議
や
帝
国
代
表
者
会
議
に
つ
い
て
も
援
助
承
認
の
た
め
に
は
不
適
当
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
、
早
く
も
一
五
九
二
年
の
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

定
○
ロ
富
。
簿
Φ
郎
に
お
い
て
示
し
て
い
る
。
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
は
、
枢
密
参
議
会
に
対
す
る
説
得
を
一
五
九
三
年
の
鑑
定
に
お
い
て
試
み
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

る
が
、
枢
密
参
議
会
の
守
旧
的
態
度
を
覆
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
両
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
お
け
る
援
助
承
認
の
獲
得
が
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
導
入
に
と
っ
て
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
。

当
時
の
帝
国
政
治
に
お
い
て
親
皇
帝
的
立
場
を
と
っ
て
い
た
ザ
ク
セ
ン
選
定
侯
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
定
侯
と
の
同
意
の
も
と
に
、
オ
ー

バ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
の
貨
幣
査
定
会
議
（
竃
冒
N
領
。
げ
暮
δ
冨
富
σ
q
、
一
五
九
二
年
十
月
）
に
お
い
て
、
皇
帝
の
緊
急
援
助
要
請
に
対
し
て
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

万
グ
ル
デ
ン
を
承
認
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
的
な
形
態
で
の
対
ト
ル
コ
戦
の
軍
事
援
助
の
導
入
は
、
周
辺
の
地
域
に
対
し

て
も
波
及
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
。
一
五
九
三
年
四
月
に
は
、
両
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
担
当
の
帝
国
収
税
長
官
ク
リ
ス
ト
フ
・
フ
ォ
ン
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ロ
ス
が
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
等
族
に
対
し
て
十
三
レ
ー
マ
ー
モ
ー
ナ
ト
の
特
別
援
助
を
承
認
さ
せ
た
。
両
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ

ス
に
お
け
る
成
果
は
重
要
な
先
例
と
な
っ
て
、
以
後
の
展
開
を
、
財
務
本
庁
と
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
に
と
っ
て
有
利
な
方
向
へ
と
向
か
わ
し
め
た
。

こ
の
よ
う
な
帝
国
執
行
令
の
規
定
を
有
し
な
い
、
す
な
わ
ち
、
皇
帝
よ
り
直
接
に
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
に
対
し
て
な
さ
れ
る
援
助
要
請
の
方
式
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
べ
て
の
ク
ラ
イ
ス
に
つ
い
て
体
系
的
に
取
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
は
翌
九
四
年
の
鑑
定
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。
同
じ
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頃
皇
帝
は
、
選
定
侯
た
ち
に
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
審
議
を
行
な
わ
せ
た
。
こ
の
会
議
で
は
、
ラ
イ
ン
地
方
の
選
定
侯

が
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
に
対
し
て
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
帝
国
議
会
を
即
刻
召
集
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

果
、
選
定
侯
全
体
と
し
て
の
意
向
は
、
従
来
同
様
の
守
旧
的
態
度
の
域
を
出
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
か
よ
う
に
激
し
い
選
定
侯
の
抵
抗
に
対
し
て
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
ら
皇
帝
側
官
僚
は
、
選
定
侯
の
意
向
を
無
視
し
て
、
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
に
対

し
、
援
助
寒
雷
の
た
め
の
訓
令
を
発
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
当
初
は
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
適
用
に
難
色
を
示
し
て
い
た
枢
密
参
議
会
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
ら
の
説
得
に
応
じ
て
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
に
い
た
っ
た
。
一
五
九
四
年
の
枢
密
参
議
会
議
事
録
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ

の
間
の
事
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
し
か
し
な
が
ら
選
定
侯
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
手
段
（
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
一
筆
者
）
を
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
も
の
と
見
倣
し
た
と

　
　
こ
ろ
か
ら
、
ヘ
ル
身
分
の
内
心
、
エ
ン
ゲ
ル
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
遠
征
を
機
に
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
に
対
し
て
訓
令
が
発
せ
ら
れ

　
　
て
お
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
、
千
二
百
の
騎
兵
が
数
か
月
の
期
限
で
岡
人
（
エ
ン
ゲ
ル
ホ
ー
三
，
…
1
筆
者
）
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
さ
て
こ
の

　
　
私
（
議
事
録
作
成
者
ア
ソ
ド
レ
ア
ス
・
ハ
ソ
ニ
バ
ル
ト
ー
W
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
）
か
ら
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
オ
…
パ
ー
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
、
ニ
ー
ダ
ー

　
　
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
、
シ
ュ
ヴ
ァ
1
ベ
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
の
各
ク
ラ
イ
ス
の
使
節
に
対
し
て
、
や
は
り
訓
令
が
作
成
さ

　
　
　
⑮

　
　
れ
た
。
」

　
か
く
し
て
、
戦
時
に
お
け
る
緊
急
事
態
を
て
こ
と
し
て
、
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
に
対
す
る
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
要
請
が
援
助
方
式
と
し
て
導

入
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
皇
帝
が
主
導
権
を
握
る
防
衛
政
策
が
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
に
よ
る
政
策
立
案
に
も
と
づ
い
て
展

開
さ
れ
て
い
く
過
程
を
、
確
認
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
、
帝
国
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
②
　
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
帝
国
法
上
の
根
拠

　
帝
国
執
行
令
は
、
皇
帝
が
直
接
に
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
に
援
助
を
要
請
す
る
方
式
、
す
な
わ
ち
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
に
つ
い
て
は
規
定
を
設
け
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て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
ら
の
課
題
は
、
時
下
の
対
外
的
危
機
を
切
札
と
し
て
帝
国
執
行
令
の
拡
大
解
釈
を
進
め
て
、
特
別

ク
ラ
イ
ス
援
助
に
帝
国
塗
の
確
た
る
根
拠
を
与
え
る
こ
と
で
あ
・
や
、

　
ク
ラ
イ
ス
を
単
位
と
し
た
対
ト
ル
コ
軍
の
編
成
お
よ
び
派
遣
は
、
一
五
二
〇
年
代
後
半
以
降
、
帝
国
議
会
か
ら
の
委
任
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
の
み
行
な
わ
れ
て
い
た
。
か
よ
う
な
付
帯
条
項
を
無
視
し
て
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
と
い
う
援
助
方
式
が
あ
た
か
も
以
前
か
ら
帝
国
最
終

決
定
切
目
。
審
ρ
げ
の
。
ぼ
①
α
に
基
づ
い
て
い
た
か
の
ご
と
く
に
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
正
当
性
が
喧
伝
さ
れ
た
。
一
五
九
三
年
十
月
に
シ
ュ
ヴ

ァ
ー
ベ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
議
会
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
訓
令
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
ク
ラ
イ
ス
援
助
（
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
i
筆
者
）
は
、
対
ト
ル
コ
戦
の
た
め
に
も
、
古
く
か
ら
神
聖
な
る
帝
国
最
終
決
定
に
基
づ
い
て
い

　
　
る
と
考
え
ら
れ
、
見
な
さ
れ
て
い
る
。
」

　
一
五
九
五
年
一
月
に
お
け
る
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
議
会
に
対
す
る
訓
令
の
主
旨
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

　
　
「
こ
の
よ
う
な
手
段
（
個
々
の
ク
ラ
イ
ス
議
会
へ
の
援
助
要
請
－
筆
老
）
は
、
以
前
に
も
同
様
な
危
急
の
際
に
帝
国
に
お
い
て
も
取
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
⑳

　
　
と
が
あ
る
。
」

　
「
以
前
に
お
け
る
同
様
な
危
急
の
際
」
と
は
一
五
四
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
同
年
の
シ
ュ
パ
イ
エ
ル
帝
国
最
終
決
定
第
四
三
条
を
、
訓
令
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

論
拠
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

　
　
「
ト
ル
コ
軍
が
増
強
さ
れ
た
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
万
一
の
敗
北
と
ト
ル
コ
軍
の
優
勢
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
、
さ
ら
に
は
我
が
軍
が
敗

　
　
れ
る
か
あ
る
い
は
き
わ
め
て
弱
ま
っ
た
た
め
に
、
敗
残
兵
が
ト
ル
コ
軍
の
力
を
支
え
き
れ
な
い
、
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
朕

　
　
の
王
煮
た
る
オ
：
ス
ト
リ
ア
世
襲
領
が
自
己
の
出
費
で
、
さ
ら
に
そ
の
地
に
隣
接
す
る
ザ
ク
セ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、

　
　
フ
ラ
ン
ケ
ン
の
選
定
侯
、
諸
侯
、
お
よ
び
他
の
等
族
が
全
額
国
璽
族
の
適
切
な
出
費
を
得
、
全
力
を
あ
げ
て
急
行
し
、
（
国
境
を
…
1
筆
者
）

　
　
閉
鎖
し
、
救
援
に
努
め
る
べ
し
。
（
中
略
）
そ
し
て
す
み
や
か
に
、
兵
員
と
軍
備
と
を
よ
き
状
態
に
保
つ
べ
し
。
」

　
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
ザ
ク
セ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
」
が
各
ク
ラ
イ
ス
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
翌
四
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⑳

三
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
帝
国
最
終
決
定
第
十
九
条
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
危
急
の
際
に
は
、
上
述
の
五
個
の
ク
ラ
イ
ス

（
ザ
ク
セ
ン
は
両
ザ
ク
セ
ン
を
指
し
て
い
る
）
の
等
族
に
、
国
境
防
衛
の
任
務
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
皇
帝
は
訓
令
の
中
で
、
現
在
の
戦
況
が
、
四
二
年
当
時
の
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
緊
迫
化
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
特
別
ク
ラ
イ

ス
援
助
が
帝
国
法
に
お
い
て
も
十
分
な
根
拠
を
有
す
る
援
助
方
式
た
り
う
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
か
く
し
て
、
対
外
的
危
機
を
最
大
の
論
拠

と
し
つ
つ
以
前
の
帝
国
最
終
決
定
の
断
片
で
も
っ
て
こ
れ
を
補
い
な
が
ら
、
帝
国
執
行
令
の
皇
帝
側
に
有
利
な
拡
大
解
釈
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
よ
っ
て
、
事
実
上
導
入
さ
れ
て
い
た
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
に
対
し
て
、
帝
国
法
上
の
根
拠
を
示
す
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
帝
国
等
族
は
、
か
よ
う
な
皇
帝
側
が
主
導
権
を
有
す
る
対
ト
ル
コ
防
衛
政
策
、
す
な
わ
ち
特
鯛
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
導
入
に
対

し
て
、
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
帝
国
等
族
側
か
ら
は
、
帝
国
執
行
令
の
規
定
と
相
容
れ
な
い
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
導

入
に
対
し
て
、
多
く
の
厳
し
い
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
た
。
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
戦
況
も
か
な
り
鎮
静
化
し
た
一
六
〇
〇
年
に
提
出
さ
れ
た
、

ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
ー
の
鑑
定
に
お
け
る
彼
の
言
を
聞
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
「
彼
ら
（
等
族
…
i
シ
ュ
ル
ツ
ェ
）
は
ほ
と
ん
ど
い
や
い
や
な
が
ら
こ
の
改
革
（
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
導
入
i
筆
者
）
に
従
っ
た
。
と
い
う
の

　
　
は
、
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
、
こ
の
場
合
帝
国
に
お
い
て
、
他
で
も
な
い
帝
国
執
行
令
や
宗
教
平
和
と
世
俗
平
和
の
運
用
令
の
よ
う
な
帝
国
最

　
　
終
決
定
に
も
と
づ
い
て
、
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
…
…
他
の
場
合
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
ブ
ェ
ー
メ
裁
判

　
　
所
や
領
邦
議
会
も
、
帝
国
議
会
と
い
う
手
段
を
常
に
必
要
不
可
欠
と
見
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
ま
た
次
の
こ
と
を
思
い
起
す
。
わ
れ

　
　
わ
れ
の
委
任
官
た
ち
が
微
募
に
際
し
て
、
（
中
略
）
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
（
ク
ラ
ィ
ス
ー
シ
ュ
ル
ツ
ェ
）

　
　
を
も
前
線
に
投
入
し
た
こ
と
を
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
帝
国
の
基
本
法
に
逆
ら
っ
て
こ
れ
を
承
認
し
た
こ
と
は
、
帝
国
に
と
っ
て
由
々
し
き

　
　
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
彼
ら
は
、
他
の
者
か
ら
妨
害
さ
れ
、
誤
っ
て
い
る
と
す
る
指
摘
を
受
け
た
。
」

　
か
よ
う
に
激
し
い
帝
国
昏
昏
の
抵
抗
に
あ
い
な
が
ら
も
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
努
力
に
よ
っ
て
、
新

た
な
援
助
方
式
と
し
て
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
ど
の
程
度
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
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　表①　1592－93年　　　　　　　　　表②　1594年

ク　ラ　イ　ス

ブル　グ　ソ　ト

オーバーザクセン

ニーダーザクセン

シュヴァーーベソ

オース5リアと上
記四クライスを除
く五クライス

gu1den

103833

114285

114285

225564

218607

ク　ラ　イ　ス
1　guiden　1　Monat

シュヴァーベソ

フ　ラ　ン　ケ　ソ

オーバーザクセソ

luoooo　l　s

1　iooooo　i　3

1　iisooo　i　3

表③1595年

ク　ラ　イ　ス

シュヴァーベソ

バイ　エル　ン

フ　ラ　ソ　ケ　ソ

オ■一一バーザクセン

ニーダーザクセン

gulden　i　Monat

388264i　28

161goo　1　2s

175084　i　21

176360 i　22

92280　1　10

兵員数

歩兵4000

歩兵2000

騎兵1000

騎兵1000

騎兵600

契約期間

七か月

六か月

六か月

六か月

六か月

備　　考

1砲兵連隊

表④1596年

ク　ラ　イ　ス

シェヴァーベン

バイ　エル　ソ

フ　ラ　ソ　ケ　ソ

オーバーザクセン

ニーダi一ザクセン

gulden

432125

148856

188140

！61760

148000

M・V兵雛
・・！頻・…

231頻・…
23【騎兵・…

・・隣兵・…

・6｛騎兵・…

契約期間

七か月

六か月

六か月

六か月

六か月

表⑤1597年

ク　ラ　イ　ス

シュヴァーベン

バイ　エル　ン

フ　ラ　ン　ケ　ン

オーバーザクセン

ニーダーザクセソ

Monat

30

18

20

28

18

兵員数

歩兵4000

契約期間

七か月

（備考）　シaヴァーベソを除く

四クライスの兵員数と契約期間
は貨幣額からして，前年と同様
と考えられる。
（註）　J．MUIIer，　Verdienste，　ss，

257－267；　ders，　Der　Anteil　der

schwabische　Kreistruppen　an

dem　Ttirlcenkrieg　Kaiser
Rudolfs工I　von　1595－1597，　in：

Zeitschrift　des　Historische
Vereins　ilir　Schwaben　und
Neuburg，　28，　1901，　ss．　155－262．

より作成
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で
あ
ろ
う
か
。

　
③
　
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
成
果

　
以
下
に
お
い
て
は
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
が
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
た
成
果
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
一
五
九
二
年
忌
ら
九
七

年
に
承
認
さ
れ
た
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
総
額
（
た
だ
し
九
五
、
九
六
、
九
七
年
は
遠
征
軍
の
派
遣
）
を
ク
ラ
イ
ス
ご
と
に
ま
と
め
て
示
し
た
も
の
が
、

表
1
か
ら
5
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
五
九
四
年
の
三
ク
ラ
イ
ス
の
承
認
額
合
計
三
二
万
五
千
グ
ル
デ
ン
は
、
同
年
の
帝
国
援
助
の
承
認
額
よ

り
も
、
約
悪
血
グ
ル
デ
ン
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
し
て
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
は
お
お
む
ね
期
待
に
こ
た
え
て
成
果
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
す
る
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
、
総
括
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
対
ト
ル
コ
防
衛
の
た
め
の
戦
費
捻
出
方
式
と
し
て
の
、
特
別
ク
ラ
イ
ス
援
助
の
積
極
的

導
入
は
、
帝
国
収
税
長
官
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
努
力
に
依
る
所
が
大
き
か
っ
た
。
自
ら
も
有
力
な
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
・
ク
ラ
イ
ス
等
族
の
一
員

と
し
て
、
ク
ラ
イ
ス
制
度
の
防
衛
上
の
有
効
性
を
熟
知
し
て
い
た
ガ
イ
ッ
コ
フ
ラ
ー
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
防
衛
政
策
の
基
盤
に
お
け
る
重
心
が
、

帝
国
議
会
か
ら
帝
国
ク
ラ
イ
ス
へ
と
移
行
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
過
程
は
、
皇
帝
権
に
と
っ
て
有
利
な
防
衛
政
策
の
転
換
過
程
と
し
て
現
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
皇
帝
一
帝
国
等
族
間
の
媒
介
項
と
し
て
の
彼
の
位
置
付
け
が
、
か
よ
う
な
転
換
を
容
易
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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①
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
…
に
関
す
る
文
献
は
、
旨
竃
巳
冨
さ
く
雪
象
魯
卑
。
㎞
伍
Φ
「
。
。
・

　
O
鉱
巴
6
瞭
①
ご
切
．
ゆ
一
骨
象
σ
q
①
お
N
蝉
9
程
冨
ω
O
臥
」
δ
頃
①
目
”
ぎ
”
U
①
σ
睾
ω
ぼ
乙
曾

　
p
、
霧
α
§
ω
避
巴
。
。
9
2
ω
。
7
・
毒
9
P
。
。
㌧
δ
象
（
b
d
冨
巳
凶
σ
q
鶏
と
略
記
）
．
邦

　
語
文
献
で
は
エ
ヴ
ァ
ソ
ズ
、
中
野
訳
、
『
魔
術
の
帝
国
』
、
一
九
八
八
年
、
平
凡
社
、

　
（
菊
．
い
≦
・
国
く
p
島
㌔
切
α
U
O
い
句
悶
＞
2
0
議
お
を
O
肉
ピ
U
靭
〉
ω
ε
儀
《
ぎ

　
ぎ
3
＝
①
o
ε
巴
岡
出
ω
8
噌
《
H
零
①
占
①
一
N
、
○
江
o
a
¢
巳
く
。
錺
は
k
切
言
。
。
ω
”
一
㊤
○
◎
A
）
、

　
九
七
頁
に
記
述
が
あ
る
が
、
単
な
る
「
精
力
的
な
資
産
家
」
と
す
る
扱
い
で
は
不

　
十
分
で
あ
る
う
え
に
、
勺
譜
コ
巳
σ
q
日
。
尻
け
臼
を
塾
風
王
と
訳
し
て
い
る
の
は
誤
り

　
で
あ
ろ
う
。

②
本
革
の
論
述
は
註
①
に
示
し
た
文
献
に
よ
る
。

③
　
上
山
安
敏
、
『
法
社
会
史
』
、
一
九
八
七
年
、
み
す
ず
書
房
、
一
二
八
頁
。

④
　
8
竃
包
冨
5
Ω
三
巴
8
0
①
び
鴇
．
8
1
b
。
b
o
．

⑤
≦
．
o
り
9
三
瞬
ρ
目
〇
ニ
ハ
雪
σ
q
①
電
岡
び
ω
ρ
。
。
δ
h

⑥
①
σ
⑦
壼
P
ω
ω
凸
曽
。
。
持

⑦
①
9
巳
2
ω
．
。
。
蕊
’

⑧
テ
キ
ス
ト
に
は
｝
■
竃
三
紋
さ
く
①
＆
δ
諺
8
、
の
付
録
に
収
録
ざ
れ
て
い
る
史
料

　
を
利
用
し
た
。
現
時
点
で
訳
出
し
が
た
い
箇
所
は
本
文
で
は
…
…
で
記
し
た
。

　
、
、
翼
帥
9
9
日
≦
狩
口
霧
σ
¢
こ
O
嶺
ω
け
。
旨
讐
知
①
σ
Q
魯
答
萱
σ
q
σ
q
⑦
｝
類
｝
8
ロ
冨
h
o
冨
欝
σ
q
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藤
津
9
弓
h
費
ω
8
p
塗
翼
8
荒
言
ω
銭
鼠
。
ロ
＜
Φ
お
腎
冨
誤
号
ω
ω
讐
9
お
づ

　
号
ω
巴
σ
。
。
け
鼠
ユ
韓
β
器
賃
。
。
。
。
冒
翼
ぎ
げ
8
σ
q
冨
号
①
涙
ロ
巳
舜
讐
。
蕊
魯
㌶
鉱
巳
”

　
ユ
雪
目
巨
肖
窪
ぴ
9
島
轟
①
鵠
甑
冨
σ
q
2
簿
Φ
ヨ
ぎ
く
亀
【
N
g
〈
①
≧
Φ
巳
①
戸
・
貯

　
ω
。
民
。
コ
。
凶
魯
。
・
鳳
窪
巳
σ
q
ヨ
①
蕪
。
轟
言
雪
魯
ヨ
⑦
戸
黛
。
び
。
。
茜
。
g
ヨ
①
鐙
韓
魯

　
唱
更
9
厚
邑
鼠
σ
q
自
陶
勺
蛍
N
σ
q
欝
州
魯
σ
魚
海
富
β
島
民
O
①
o
お
い
銭
鼠
⑱

　
い
雪
£
峯
楠
窪
讐
い
曾
。
寡
①
暮
窪
σ
Q
㌧
讐
募
ω
σ
q
①
N
o
σ
q
。
戸
固
目
曾
男
賢
い
．

　
　
。
σ
σ
q
①
舜
ヨ
仲
§
春
。
。
。
ヨ
図
暮
導
自
○
宮
蜂
9
回
呼
。
≦
雪
ぎ
①
蓉
窪
N
p
。
匿
吋
㌶
ω

　
O
。
巨
【
呂
⑦
き
α
霧
山
費
。
。
㊤
。
7
Φ
箒
く
曾
。
・
薮
a
お
雪
α
ω
9
8
㊦
同
番
び
2
賞
訂

　
　
固
昌
。
冒
p
コ
α
興
旨
翻
5
昌
し
盾
震
コ
5
冨
α
傭
o
o
。
同
鉱
。
『
ω
昌
β
討
。
昌
口
昌
α
時
。
日
旨
①
p
α
①
ω

　
霞
窪
巳
σ
q
旨
①
蜂
⑦
7
＞
ヨ
け
α
q
・
ゴ
g
冨
ジ
。
ぎ
α
Q
暮
曾
巴
津
σ
⑦
凶
日
胃
δ
σ
q
。
。
く
。
野
冨
ρ

　
窪
畠
N
母
冒
h
驚
ぎ
σ
q
雪
σ
q
σ
q
㊦
一
富
琵
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9
≦
①
諺
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⑦
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㊤
ロ
σ
q
8
冨
旨
、

　
h
貯
吻
g
冨
σ
q
①
鈍
…
遵
g
回
g
＝
貰
。
・
9
σ
q
乱
費
舞
窪
σ
①
壽
σ
q
皆
9
。
。
N
得
・
・
蔑
Φ
。
げ
Φ
鵠

　
く
Φ
§
。
。
導
㌧
紆
ω
ω
角
く
邑
σ
・
ω
塑
σ
Q
8
ω
艮
9
。
・
嘗
。
豊
凶
σ
q
ヨ
⑦
毎
①
話
託
け
霧
曾
－

　
　
言
ヨ
旨
Φ
戸
、
．
｝
．
諸
農
①
び
く
⑦
a
δ
霧
け
ρ
ω
b
㊤
さ
。
．

⑨
　
第
二
章
で
述
べ
た
四
つ
の
職
務
に
加
え
て
、
収
支
台
帳
の
作
成
、
前
線
の
委
任

　
官
と
の
連
絡
、
軍
事
以
外
の
串
費
の
管
理
、
帝
国
収
税
長
官
の
助
手
に
つ
い
て
、

　
等
の
事
項
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
一
．
諸
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冨
5
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零
象
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．
b
。
り
ω
1
ト
ニ
㊤
α
．

⑩
．
．
…
ω
。
岩
登
邑
・
冨
風
窪
＝
翼
き
捧
窪
ご
ω
σ
q
。
馬
主
p
舞
盆
蓄
鼠
σ
q
①

　
ぼ
筋
屋
器
嵩
け
ぎ
ド
ケ
助
言
Φ
㌶
毒
亀
虫
量
。
剛
暮
①
斜
♂
毒
ω
離
蕊
§
飢
α
窪
。
。
け
①
＆
Φ
嵩

　
9
ω
．
邑
9
⑦
。
・
農
①
琶
並
ぴ
9
目
豊
崖
畠
貌
ω
箕
霧
。
・
。
旨
ヨ
斜
α
Q
．
”
、
い
蜜
麟
＝
2

　
　
＜
㊤
＆
⑦
湊
け
p
ω
．
b
。
㊤
α
．

⑪
乏
．
ω
9
巳
N
ρ
門
ξ
冨
轟
㊦
ド
腎
、
。
・
ω
．
賃
。
。
｛
．

⑫
｝
．
罎
巳
冨
さ
O
巴
鴇
呂
Φ
さ
。
・
’
ω
ご
○
①
ω
葺
臥
。
葺
く
①
凱
器
・
，
き
σ
Q
ω
σ
q
㊦
ω
。
田
。
卸
Φ

　
　
く
。
ヨ
国
匿
①
伽
①
ω
竃
葺
。
巨
8
吋
げ
一
ω
霧
ヨ
国
費
①
α
＄
ρ
禅
Φ
ロ
労
①
一
。
冨
ρ
一
竃
9

　
　
ω
．
ω
8
．

⑬
≦
．
Q
q
。
g
H
N
Φ
魑
↓
趣
旨
窪
σ
Q
Φ
貯
亘
。
・
』
｝
ら
。
．

⑭
十
六
世
紀
初
頭
に
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
一
世
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
合
議
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庁
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
世
襲
領
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よ
び
帝
国
関
係
の
機
密
案
件
の
処
理
に
権
限
を
も

っ
て
い
た
。
ハ
ル
ト
ゥ
ソ
グ
、
前
掲
書
、
一
〇
九
頁
。
財
務
ホ
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に
つ
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て
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第
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章
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．
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①
ω
ω
ゴ
。
畷
．
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収
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史
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．
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。
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。
。
・
。
ζ
ソ
N
郎
黒
き
σ
q
。
量

　
ユ
霧
。
。
9
二
ω
昏
。
9
囚
識
①
α
q
。
。
く
昆
＾
ヨ
α
。
馨
。
冨
。
σ
Q
無
昌
二
二
⑦
N
蜜
a
旦
お
噂

　
器
葺
紆
・
，
ω
出
費
畠
窪
葺
。
暮
雪
α
。
匿
お
の
3
7
a
2
臼
①
ω
ω
一
望
N
言
霞
⇔
σ
q
Φ

　
盆
・
。
・
。
毒
ω
鶏
図
㍑
・
σ
q
。
。
〈
。
覧
（
σ
q
⑦
ω
。
三
g
。
σ
q
①
p
。
9
憎
g
・
・
。
σ
Q
①
・
・
。
ヲ
轟
9
コ
＆
a
ρ

　
α
霧
。
。
象
⑦
d
σ
2
σ
凱
。
ぴ
⑦
コ
①
ω
一
〇
7
ω
Φ
貯
魯
盛
。
ω
目
0
8
犀
①
白
露
即
。
げ
け
巳
。
『
け

　
謬
守
9
富
コ
ヨ
α
。
三
撃
…
の
。
。
。
o
汚
跡
巴
ω
ω
寡
言
彰
ω
。
興
国
。
，
a
σ
q
H
鼠
。
げ
窪
α

　
㌍
σ
録
a
霞
窪
h
ぎ
機
窪
択
。
ω
け
¢
員
ロ
＆
島
①
き
。
。
ε
。
。
・
。
Φ
鼠
。
O
冒
自
費
。
。
け
睾
＼

　
男
貯
ω
8
μ
目
語
磐
9
お
Q
a
壷
口
伽
ミ
㊤
冨
ω
営
冨
①
ロ
＼
切
超
・
遷
＼
ω
呂
芝
魯
窪
＼

　
§
O
白
雪
。
犀
窪
＼
ぎ
団
覧
日
＃
p
ま
円
竃
8
耳
σ
q
互
。
冨
U
9
嵩
。
σ
q
§
σ
q
§
伽

　
b
頃
Φ
鑓
三
夏
α
Q
σ
q
Φ
旨
①
貯
㊦
円
ω
轟
コ
9
9
鼠
ω
。
春
”
法
身
9
2
§
α
器
ヰ
。
軒
：
q
民

　
・
。
8
げ
9
簿
。
h
α
a
①
議
畠
⑦
M
貯
α
q
暮
・
『
裂
茸
⑦
冨
。
匿
津
能
コ
α
力
密
g
出
σ
Q
冨
冨
p
．
．

　
Z
ω
α
沁
〉
」
H
い
晒
．
A
紹
．

⑳
賭
詮
幻
》
．
鐸
。
。
。
。
．
ミ
禁
．

⑳
ぞ
辱
。
。
9
三
N
ρ
盛
署
冨
茜
①
h
魯
脱
℃
。
・
．
卜
。
O
b
。
・
　
　
　

㊥
．
．
ω
。
写
葺
づ
誓
言
芝
（
α
一
〇
m
W
汁
四
嵩
仙
O
l
≦
．
ω
．
）
髭
。
7
貯
ω
叶
藍
σ
q
。
境
瓢
窪
量
①

　
ロ
窪
計
画
σ
q
層
ω
簿
⑦
多
野
a
。
。
冨
h
魯
ま
g
＜
賃
8
α
σ
q
α
農
博
．
Φ
遂
嵩
臼
g
。
鉱
簿

　
ω
登
コ
く
簿
費
蝕
け
ρ
。
冨
碧
h
黛
①
賃
。
a
o
器
o
a
コ
p
ヨ
σ
q
呂
α
匿
盈
峠
訂
9
薦

　
g
ω
ω
琴
平
。
㌣
鶴
邑
道
名
7
き
建
α
8
。
。
ぎ
鼠
。
巨
富
ω
①
ぎ
睾
h
呂
2

　
〈
霞
ω
8
ぎ
p
窪
旨
塁
芝
巴
≦
一
＝
嵩
。
。
。
露
g
馨
暮
α
α
Q
鼠
p
σ
Q
¢
舅
邑
田
口
》
母
ω

　
三
二
。
ぎ
臼
昌
σ
q
①
琶
Φ
貯
。
ロ
邑
畠
。
。
く
霞
鍔
ヨ
三
§
α
q
乙
Φ
σ
鉱
㊤
匿
①
ヨ
窪
9

　
9
。
8
巨
鉱
p
。
号
二
雪
α
洋
p
σ
q
8
舞
a
p
・
写
①
σ
q
。
昌
窪
g
o
仲
け
毛
魯
＆
σ
Q
σ
q
雷
。
馨
。
r

　
≦
6
8
げ
姦
。
ゴ
雲
。
げ
謹
。
三
N
β
。
鼻
梁
諺
。
静
O
盤
ω
毒
伊
8
旨
日
奮
毘
窪
σ
曙

　
O
窪
要
興
9
話
語
…
隷
『
σ
q
。
譲
。
篇
①
p
ω
o
民
㊦
ヨ
碧
9
面
出
。
げ
巽
繊
9
。
。
雷
。
置

　
ω
。
罫
毒
三
ω
g
＝
a
h
贔
鼻
一
ω
。
冨
昌
（
汽
鼠
器
早
≦
ω
。
Y
α
器
ω
。
。
月
露
鳥
2
＆
①

　
鼠
。
冨
8
器
三
野
。
器
切
目
津
ω
。
崔
曾
昌
げ
①
忌
門
σ
q
唱
農
①
⇒
白
日
邑
魯
⑦
ぎ

　．

X
。
。
。
ヲ
〈
㊦
琶
9
窪
①
貯
α
q
ゆ
コ
α
q
σ
Q
o
ヨ
9
9
拓
く
8
き
県
主
＜
①
誉
。
σ
ε
基
く
2
鼠
。
。
2

　
ま
a
・
p
、
．
ぞ
．
Q
。
g
三
罫
6
晋
酪
農
①
h
昌
び
。
。
』
O
野

⑳
い
㌶
農
g
＜
巽
a
①
葛
け
Φ
㌧
ま
ド

60　（60）

お
わ
り
に

展
望
と
躁
題

　　

¥
六
世
紀
末
の
対
ト
ル
コ
戦
の
遂
行
に
際
し
て
は
、
帝
国
収
税
長
官
を
媒
介
と
し
て
、
皇
帝
権
に
有
利
な
防
衛
政
策
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
が
帝
国
軍
動
員
の
基
本
単
位
に
位
置
付
け
ら
れ
、
皇
帝
の
主
導
権
の
も
と
に
収
敏
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　　

ｳ
ら
に
以
後
の
展
開
を
先
取
り
し
て
見
る
な
ら
ば
、
以
上
の
総
括
は
確
信
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
一
五
九
八
年
か
ら
＝
ハ
〇
二

年
に
か
け
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
オ
ー
バ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
オ
ー
バ
ー
ラ
イ
ン
の
四
ク
ラ
イ
ス
に
お
い
て
は
、
皇
帝
か
ら
の
強

力
な
要
請
の
も
と
に
、
対
ト
ル
コ
防
衛
を
議
題
と
し
た
ク
ラ
イ
ス
議
会
が
、
数
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
六
〇
六
年
夏
シ
ト
ヴ
ァ
ト
μ



近世ドイツ国制と帝国クライス湖度（渋谷）

ク
の
講
和
以
後
も
、
帝
国
東
部
の
ク
ラ
イ
ス
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
戦
線
へ
の
派
兵
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
。
帝
国
執
行
令
に
よ
っ
て
ラ
ソ
ト
ブ
リ

ー
デ
へ
の
関
与
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
皇
帝
は
、
対
外
防
衛
を
て
こ
と
し
て
、
ク
ラ
イ
ス
を
自
己
の
統
制
下
に
置
く
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ

　
①

つ
た
。

　
同
じ
問
題
を
、
上
級
権
力
（
皇
帝
）
に
よ
る
ク
ラ
イ
ス
の
「
支
配
・
従
属
」
の
側
面
の
観
点
か
ら
、
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
一
六
四
八
年
以
後
の

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ
・
ク
ラ
イ
ス
に
関
す
る
研
究
書
を
著
し
た
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
は
三
十
年
戦
争
以
後
に
お
い
て
も
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

・
ク
ラ
イ
ス
ヘ
ク
ラ
イ
ス
委
任
官
（
囚
邑
ω
8
鑓
自
。
。
ω
δ
器
お
隈
目
①
δ
ぎ
日
巨
。
。
ρ
H
）
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
政
策

　
　
　
③

を
と
っ
た
。
ヴ
ァ
ン
の
研
究
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ぼ
、
本
稿
で
分
析
の
対
象
と
し
た
帝
国
収
税
長
官
も
ま
た
、
帝
国
の
官
職
で
あ
る
と
岡
時
に
、

皇
帝
の
顧
問
官
と
い
う
そ
の
本
来
の
性
格
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
一
種
の
ク
ラ
イ
ス
委
任
官
と
見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
皇
帝
の
ク
ラ
イ
ス
委
任
官
を
も
兼
ね
た
帝
国
収
税
長
官
の
活
動
に
よ
り
、
皇
帝
権
に
有
利
な
防
衛
政
策
へ
の
転
換
が
な
し
と
げ
ら
れ
た

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
も
三
十
年
戦
争
後
の
状
況
と
同
様
に
、
ク
ラ
イ
ス
委
任
官
の
派
遣
を
介
し
て
ク
ラ
イ
ス
が
皇
帝
の
「
支
配
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

へ
組
み
込
ま
れ
る
契
機
は
、
つ
ね
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
見
通
し
は
、
近
世
ド
イ
ツ
国
制
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
皇
帝
権
の
介
入
が
原
則
的
に
は
排
除
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

れ
て
い
た
、
連
邦
的
体
制
と
し
て
の
帝
国
に
お
い
て
、
皇
帝
が
帝
国
の
「
絶
対
主
義
園
家
」
化
を
鼠
指
す
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
足
掛
か
り
が

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
足
掛
か
り
を
提
供
し
た
の
が
、
帝
国
の
中
間
組
織
た
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス
で
あ
っ
た
。
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
ク
ラ
イ
ス
委
任

官
を
派
遣
し
て
こ
れ
を
統
御
す
る
こ
と
が
可
能
な
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
帝
国
の
「
絶
対
主
義
国
家
」
化
を
志
向
す
る
皇
帝

に
と
っ
て
、
「
て
こ
」
の
役
割
を
果
た
し
え
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
は
メ
ダ
ル
の
｝
面
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
等
族
の
自
治
団
体
で
も
あ
り
え

た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
対
外
戦
争
の
渦
中
に
お
い
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
内
部
の
軍
制
面
の
組
織
強
化
が
進
め
ら
れ
た
結
果
、
等
族

独
自
の
防
衛
組
織
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
ク
ラ
イ
ス
苗
族
の
重
税
負
担
に
よ
っ
て
軍
隊
を
組
織
し
、
こ
の
軍
隊
の
管
理
を
彼
ら
の
代
表
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委
員
会
た
る
軍
事
会
議
に
委
ね
る
体
制
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
上
級
権
力
（
皇
帝
）
に
対
し
て
、
自
立
的
組
織
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
ク
ラ
イ
ス
等
族
は
、
対
ト
ル
コ
戦
争
が
彼
ら
の
自
由
を
保
証
す
る
帝
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
対
外
戦
争
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
皇
帝

の
主
導
権
の
も
と
で
こ
の
戦
争
に
従
軍
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
帝
国
等
族
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
等
長
の
自
由
を
保
証
す
る
帝
国
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

間
組
織
と
し
て
、
帝
国
ク
ラ
イ
ス
は
、
皇
帝
の
志
向
に
対
抗
し
て
い
く
た
め
の
重
要
な
拠
り
所
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、

帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
二
重
の
機
能
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
次
の
問
題
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
等
族
の
自
主
的
な
団

⑦体
」
た
る
帝
国
ク
ラ
イ
ス
の
内
実
を
、
そ
の
「
自
律
性
」
の
側
面
か
ら
解
き
あ
か
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
解
明
し
た
う
え
で
、
両
側

面
の
密
接
な
絡
み
合
い
の
観
点
か
ら
、
社
会
集
団
と
し
て
の
帝
国
ク
ラ
イ
ス
に
関
す
る
総
括
的
な
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
に
は
、
稿
を
改
め
て

取
り
組
む
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
乏
■
U
o
言
磐
Φ
び
O
δ
U
①
葺
ω
。
ぎ
”
カ
。
宣
重
（
器
品
。
宣
（
δ
瞬
く
禽
貯
。
。
ω
p
ヨ
σ
q
　
　
嵩
届
噛
じ
σ
毎
呂
。
一
5
お
誤
（
霧
㊦
o
り
・
’
・
菩
貯
二
く
邑
ω
と
略
記
）
噛
や
誤
G
。
凸
貧
．

　
　
α
Φ
。
。
〉
皆
ぐ
9
昌
閃
鉱
畠
溶
き
α
踏
H
門
聾
σ
q
o
島
①
σ
o
昌
（
猿
O
O
占
。
。
O
①
）
㌧
U
母
旨
の
け
p
象
”
　④
ア
レ
テ
ィ
ン
は
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
講
和
以
後
の
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
方

　
　
δ
。
。
ρ
。
，
ω
』
り
h
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
向
の
併
存
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
等
の
権
利
を
有
す
る
諸
国

②
　
ク
ラ
イ
ス
委
任
官
に
つ
い
て
は
モ
ー
ン
ハ
ウ
プ
ト
が
制
度
史
的
観
点
か
ら
言
及

　
し
て
い
る
。
皇
帝
は
ク
ラ
イ
ス
議
会
に
対
し
て
委
任
官
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き

　
た
が
、
こ
の
委
任
官
は
議
会
に
お
い
て
何
の
権
限
も
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

　
皇
帝
が
彼
ら
を
通
じ
て
ク
ラ
イ
ス
に
及
ぼ
す
影
響
力
は
、
原
則
か
ら
す
れ
ば
微
々

　
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鎧
。
言
げ
耳
遠
㌧
。
。
ω
・
H
謡
・
山
本
、
前
掲
第
一
論
文
九
〇
頁

　
註
（
7
）
。

③
ク
ラ
イ
ス
委
任
官
の
基
本
的
な
社
会
環
境
的
傾
向
と
し
て
次
の
三
点
が
あ
る
。

　
（
1
）
カ
ト
リ
ッ
ク
を
信
仰
し
て
い
る
こ
と
。
（
2
）
中
小
身
分
出
身
で
あ
る
こ
と
。

　
（
3
）
皇
帝
を
中
小
豪
族
の
同
盟
老
と
兇
な
し
そ
の
政
策
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
。

　
こ
の
三
点
の
傾
向
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ツ
コ
フ
ラ
…
を
は
じ
め
と
す
る
帝
国
収
税
長

　
官
が
お
お
む
ね
合
致
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
本
稿
が
帝
国
収
税
長
官
を
｝
種
の

　
ク
ラ
イ
ス
委
任
宮
と
見
な
す
上
で
の
根
拠
で
あ
る
。
｝
〉
・
＜
雪
P
平
げ
。
ω
を
ρ
ぼ
露

　
圏
燈
。
一
ω
■
ぎ
ω
鼠
ε
江
。
葛
一
〇
同
9
く
臼
ぎ
夢
。
類
。
ぞ
”
o
旨
磐
団
日
℃
貯
①
一
2
Q
。
1

　
家
の
連
邦
（
Φ
ぎ
。
ゆ
茸
α
σ
q
亙
。
げ
σ
①
器
。
｝
μ
瓢
σ
q
け
興
。
。
S
9
窪
）
と
階
層
制
的
諸
勢

　
力
（
皇
帝
を
首
伎
に
置
く
レ
ー
エ
ン
制
秩
序
）
の
強
化
（
①
貯
Φ
＜
①
誘
藻
『
冒
口
σ
q

　
α
窪
三
三
㌶
三
ω
o
ゲ
。
囚
獄
津
⑦
）
で
あ
り
、
前
者
は
国
力
を
有
す
る
諸
領
邦
の
間

　
で
、
後
者
は
皇
帝
と
西
南
ド
イ
ツ
お
よ
び
ラ
イ
ン
・
ド
イ
ツ
の
中
小
等
族
と
の
間

　
で
志
向
さ
れ
た
方
向
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な
方
向
性
か
ら
も
、
ク
ラ
イ
ス
が
皇
帝

　
に
よ
る
「
支
配
」
に
組
み
込
ま
れ
る
契
機
の
存
在
は
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑤
黒
子
の
「
絶
薄
主
義
國
家
」
化
と
は
、
（
西
南
ド
イ
ツ
や
ラ
イ
ン
地
方
等
の
）
諸

　
領
邦
の
、
フ
ラ
ン
ス
を
モ
デ
ル
と
し
た
（
絶
対
主
義
国
家
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
へ
の

　
融
合
を
意
味
す
る
。
｝
》
．
＜
碧
P
↓
冨
Q
。
≦
四
玄
彗
囚
同
。
β
℃
』
㊤
P
括
弧
内

　
は
筆
者
に
よ
る
。

⑥
冨
p
・
σ
q
魯
」
ω
．
ま
O
．

⑦
山
本
、
前
掲
第
二
論
文
、
六
三
頁
。
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Die　frtthneuzeitliche　deutsche　Verfassung

　　　　　　　und　das　Reichskreiswesen’

Uber　die　Verteidigungspolitik　des　Reichspfennigmeisters

gegen　die　TUrkei　im　ausgehenden　16．　Jahrhundert

von

SHIBUTANI　Akira

　　Man　kann　auf　die　wichtige　Rolle　der　Reichsverfassung　im　f6derativen

Rahmen　des　Heiligen　R6mischen　Reiches　als　eine　bemerkenswerte

Tendenz　der　frtthneuzeitllchen　deutschen　Verfassungsgeschichtsfor－

schungen　in　den　letzten　Jahren　hinweisen．

　　Die　Reichsl〈reise　bildeten　als　Ergebnis　der　Reichsreform　im　fdderativen

Rahmen　des　Reiches　“　eln　1〈ollektives　Sicherheitssystem”　（W．　Schulze）

und　waren　eine　standisclie　Schutzorganisation．　Die　Reichskreise　hatten

eine　Doppelfunktion．　Und　zwar　waren　die　Reichskreise　in　der　Reichs－

verfassung　jene　Zwischenorganisation，　die　die　Lander　im　F6deraiismus

vereinigte，　und　in　jeder　Region　die　Gebietsl〈6rperschaft　（Se！bstverwal－

tungsk6rper）　fVir　den　standischen　ZusammenschluB．　Dadurch　dienten

die　Reichsl〈relse　einerseits　durch　ihre　Funl〈tion　in　der　Reichsverfassung

der　“　Herrschaft　durch　die　obere　Gewalt　（den　Kaiser）”　und　andererseits

durch　ihre　Funktion　in　jeder　Region　der　“　Autonomie”．

　　Dieser　Aufsatz　beschaftlgt　sich　mit　der　Frage，　wie　die　Reichskreise

unter　die　1〈aiserliche　Vormacht　eingeordnet　wurden，　obwohl　sie　der

i‘　Autonomie”　dienten．　Upd　in　diesem　Aufsatz　wird　die　Entwicklung　dieses

Verlaufs　auf　die　Reichsverfassung　im　f6derativen　Rahmen　untersucht．

　　Konkret　versucht　dieser　Aufsatz　den　politlschen　Verlauf　im　Reich　Uber

die　Methode　der　Aufbringung　von　Steuern　zur　Durchftthrung　des　Kriegs

gegen　die　TUrkei　im　ausgehenden　16．　Jahrhundert　zu　analysieren．　Diese

Analyse　wurde　anhand　der　Betrachtungen　der　Tatigkeit　des　Reichspfen－

nigmelsters　Zacharias　Geizkoflers　erstellt，　und　aus　ihr　la3t　sich　schlieBen，

daB　die　Reichskreise　unter　die　kaiserliche　Vormacht　eingeordnet　wurden，

obwohl　sie　der　“Autonomie”　dienten．
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